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は
じ
め
に

得
宗
権
力
の
専
制
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
提
起
者
で
あ
る
佐
藤
進
一

氏
に
あ
っ
て
は
幕
府
内
部
の
意
思
形
成
に
お
け
る
得
宗
の
専
制
的
性
格
が
注
目

さ
れ
て
い
（
１
）

た
。
そ
の
後
の
鎌
倉
時
代
の
研
究
の
進
展
に
伴
い
、
荘
園
と
い
う
共

通
の
基
盤
の
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、
公
武
の
二
元
的
権
力
構
造
の
矛
盾
や
悪
党

の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
構
造
の
も
た
ら
す
矛
盾
に
権
力
的
に
対
応
す

る
た
め
、
得
宗
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
専
制
的
性
格
を
強
め
る
に
到
っ
た

と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
（
２
）

た
。
そ
し
て
得
宗
が
地
頭
と
な
っ
て
支
配
し
た
個

別
荘
園
支
配
の
事
例
と
し
て
太
良
荘
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
過
去

の
事
情
、
歴
史
を
す
べ
て
否
定
し
去
り
、
自
ら
の
意
志
の
下
に
荘
の
体
制
を
整

え
た
」
と
い
う
「
得
宗
専
制
の
実
態
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
（
３
）

る
。

確
か
に
、
領
家
で
あ
る
東
寺
供
僧
の
訴
え
に
対
し
、
太
良
荘
は
稲
庭
時
定
か

ら
没
収
し
た
地
で
あ
る
の
で
「
一
円
地
頭
進
止
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
末
武

名
を
押
取
っ
た
得
宗
給
主
の
論
理
は
そ
れ
ま
で
の
幕
府
の
裁
決
を
無
視
し
た
強

引
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
（
ヒ
―
二
七
六（
４
）

）。
あ
る
い
は
建
武

元
年
（
一
三
三
四
）
に
太
良
荘
百
姓
が
語
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
得
宗
地
頭
の
支

配
に
よ
り
在
家
三
〇
余
家
が
責
め
失
わ
れ
た
と
い
い
（
ツ
―
二
三
）、
か
な
り

過
酷
な
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
得
宗
地
頭
時
代
の
地
頭
方

支
配
の
拠
点
で
あ
る
地
頭
名
田
地
四
町
五
段
一
六
〇
歩
・
畠
一
町
三
段
二
四
〇

歩
は
、
文
保
三
年
（
一
三
一
九
）
の
「
徴
符
」（
教
護
二
八
九
号
、
ヤ
―
一
五
）

に
よ
れ
ば
、
田
地
五
段
（
五
段
二
〇
歩
、
五
段
一
二
〇
歩
も
あ
り
）
と
畠
一
段

一
八
〇
歩
（
一
段
二
四
〇
歩
も
あ
り
）
を
一
人
の
持
ち
分
と
し
て
、
九
人
の
百

姓
に
均
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
頭
方
百
姓
の
主
要
部
分
が
画
一
的

に
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
地
頭
方
の
こ
う
し
た
画
一
的
支
配
が
「
一
円
地
頭
進
止
」
を
理
由

に
領
家
方
に
も
強
く
及
ぼ
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
示
す
史
料
は
な
い
。

ま
た
今
日
領
家
東
寺
に
残
さ
れ
た
史
料
を
見
る
限
り
、
具
体
的
な
所
務
に
お
い

て
得
宗
地
頭
（
給
主
）
が
前
面
に
出
て
領
家
方
の
支
配
を
妨
げ
た
と
い
う
例
は

な
く
、
前
面
に
出
て
く
る
の
は
あ
く
ま
で
領
家
方
百
姓
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
得
宗
地
頭
の
支
配
は
領
家
方
に
対
し
て
新
し
い

支
配
体
制
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
歴
史
の
否
定
は
支
配
関
係
の
歴

史
的
性
格
を
決
定
的
に
弱
め
、
支
配
の
非
人
格
化
・
数
量
的
抽
象
化
を
も
た
ら

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
（
５
）

る
。
具
体
的
に
は
小
浜
の
金
融
業
者
で
あ
る

石
見
房
覚
秀
が
得
宗
給
主
代
に
な
っ
た
こ
と
（
６
）

や
、
地
頭
職
が
「
請
所
」
と
し
て

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方
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「
貸
上
」
に
委
ね
ら
れ
た
例
が
そ
れ
を
示
す
（
ヱ
―
四
六
）。
さ
ら
に
時
代
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
を
加
え
る
必
要
を
感
じ
、
公
文
雲
厳
の
領
主
化
が
挫
折
し

た
こ
と
や
、
鎌
倉
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
太
良
荘
預
所
の
性
格
に
つ
い
て

論
じ
、
預
所
（
預
所
代
）
定
宴
の
時
代
に
は
保
た
れ
て
い
た
預
所
と
百
姓
と
の

間
の
歴
史
に
基
礎
を
置
く
人
格
的
関
係
が
変
質
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
（
７
）

し
た
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
見
通
し
を
踏
ま
え
て
、
得
宗
地
頭
支
配
下
の
領
家
方
の

支
配
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
支
配
が
非
人
格
化
・
数

量
的
抽
象
化
の
傾
向
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
年
貢
散
用
状
の
検
討
を
中
心

と
し
て
論
じ
て
み
た
い
。
得
宗
専
制
の
今
日
の
研
究
状
況
を
顧
み
る
と
き
、
得

宗
に
よ
る
所
領
支
配
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
の
必
要
性
が
依
然
と
し
て
必
要
で

あ
（
８
）

り
、
そ
の
た
め
に
太
良
荘
の
領
家
方
で
な
く
、
地
頭
方
を
対
象
と
し
て
取
り

上
げ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
史
料
不
足
に
よ
り
果
た
せ
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一

領
家
方
に
お
け
る
支
配
体
制
の
定
着

（
一
）
得
宗
検
注
直
後
の
過
渡
的
状
況

ま
ず
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
七
月
か
ら
一
〇
月
の
間
に
地
頭
若
狭
忠
兼
が

退
け
ら
れ
、
地
頭
職
が
得
宗
領
と
な
っ
た
時
に
、
得
宗
公
文
所
よ
り
派
遣
さ
れ

た
検
注
使
者
の
武
市
道
林
坊
義
円
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
検
注
の
結
果
を
示
す
実

検
名
寄
帳
の
内
容
を
表
１
に
掲
げ
て
お
（
９
）

く
。
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
網
野
氏
の

指
摘
を
継
承
し
て
別
稿
で
述
べ
た
（
１０
）

が
、
そ
れ
を
簡
単
に
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に

な
る
。

（
１
）
得
宗
検
注
は
領
家
東
寺
が
年
貢
を
収
納
し
う
る
定
田
（
公
田
）
を
大
田

計米
２．０９３６４
０．８２０５
１．８６１７
１．１４５６８
２．０２０１８
３．２３１８９
２．１５５９７
１．３９２４７
１．７５５６７
１．５３１４１
１６．４９３４７
１．４０６７９
０．１３８
０．４４８５
０．０４６
０．０２３
８．６３３９１
４５．１９８７８

新田
０‐２７０

１‐１３０
０‐２０５
１‐２２５
２‐１１８
１‐２３５
０‐３１５

１７‐２６６

９‐１３８
３６‐１０２

定田（公田）
２０‐２６０
１１‐１８０
１０‐１８０
８‐２７５
７‐２１５
１５‐２５６
９‐０６５
８‐１７５
２５‐１６０
２２‐０７０
２‐１９４
２０‐１４０
２‐０
６‐１８０
０‐２４０
０‐１２０

１７２‐１９０

押募
２‐０
１‐０
１‐０
１‐０
１‐０
２‐０
１‐０
１‐０

１０‐０

免
１‐０
０‐１８０
０‐１８０
１‐０
１‐０
３‐０３６
１‐０
１‐０

１‐０
１‐０

１１‐０３６

田数
２４‐１７０
１２‐３００
１３‐１３０
１１‐１２０
１１‐０８０
２３‐０５０
１２‐３００
１１‐１３０
２５‐１６０
２２‐０７０
２１‐１００
２１‐１４０
２‐０
６‐１８０
０‐２４０
０‐１２０

２２０‐１３０

名田・分
定国名
時安名 時光分

長命分
真利名 真村分

頼真分
時沢名
勧心名 伊勢坊分

西向分
助国名
末武名
三郎丸名
一色名
散使
開善（四分一名）
新大夫
願念
百姓五人分
合計

表１ 正安４年（１３０２）太良保実検名寄帳（教護１９５号）田数の単位は段、分米は石

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五

二



文
太
良
保
の
公
田
数
に
合
わ
せ
て
一
七
町
二
段
一
九
〇
歩
と
し
た
。
こ
れ
以
外

の
領
家
方
田
数
は
免
・
押
募
と
し
て
百
姓
の
得
分
と
さ
れ
、
ま
た
新
田
と
し
て

地
頭
が
年
貢
（
段
別
八
斗
）
を
収
納
す
る
地
と
な
っ
た
。
な
お
地
頭
は
領
家
方

の
定
田
（
公
田
）
に
対
し
て
段
別
六
升
の
加
徴
米
と
九
合
の
交
分
を
徴
収
し
た
。

表
１
に
「
計
米
」
と
し
て
記
し
て
い
る
の
は
地
頭
の
徴
収
す
る
加
徴
米
・
交
分

・
新
田
分
年
貢
の
合
計
で
あ
る
。

（
２
）
預
所
支
配
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
保
一
色
四
町
八
段
を
検
注
し
て
五
町

二
段
六
〇
歩
を
「
破
出
」
し
、
そ
れ
を
表
の
三
郎
丸
名
・
一
色
名
・
散
使
・
開

善
・
新
大
夫
・
願
念
分
に
配
当
し
た
。
地
頭
は
こ
の
部
分
を
「
地
頭
名
」
と
称

し
て
直
接
支
配
下
に
置
く
こ
と
に
よ
り
、
預
所
支
配
の
基
盤
を
奪
っ
た
。

（
３
）
さ
ら
に
地
頭
は
助
国
名
と
末
武
名
に
対
し
て
も
「
地
頭
名
」
の
由
緒
を

主
張
し
、
右
の
（
２
）
の
部
分
と
込
み
に
し
て
田
地
の
割
換
え
を
行
い
、
表
の

助
国
名
か
ら
願
念
ま
で
の
地
を
編
成
し
た
。

（
４
）
畠
地
に
も
検
注
を
行
い
年
貢
銭
を
確
定
し
、
そ
の
年
貢
銭
は
名
畠
分
も

含
め
て
地
頭
が
収
納
し
た
。
若
狭
氏
の
時
か
ら
地
頭
支
配
下
に
あ
っ
た
地
頭
方

の
田
地
（
地
頭
給
田
・
地
頭
名
）
・
馬
上
免
を
地
頭
が
支
配
し
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
特
に
馬
上
免
の
中
に
隣
接
す
る
恒
枝
保
の
田
地
二
町
余
を
取
り

込
ん
で
い
る
。

要
す
る
に
、
得
宗
検
注
に
よ
り
領
家
の
権
利
は
大
田
文
公
田
田
数
か
ら
の
年

貢
収
納
権
に
限
定
さ
れ
、
預
所
の
支
配
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
保
一
色
が
解
体

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
名
主
の
補
任
も
地
頭
が
行
っ
て
い
る
か
ら
、
太
良
荘
の
現

地
支
配
権
は
ほ
ぼ
得
宗
地
頭
に
握
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
な
お
年
貢

収
納
な
ど
の
現
地
所
務
に
あ
た
っ
た
の
は
公
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
引
き
続

い
て
勧
心
半
名
主
の
伊
勢
房
良
厳
が
検
注
役
人
の
武
市
道
森
房
義
円
か
ら
任
命

さ
れ
て
い
る
（
オ
―
二
五
―
九
）。

そ
れ
で
は
得
宗
検
注
に
も
と
づ
く
領
家
方
支
配
が
そ
れ
な
り
の
安
定
を
見
せ

る
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
四
月
こ
ろ
ま
で
の
過
渡
的
支
配
体
制
に
つ
い
て
最

初
に
検
討
し
て
お
き
た
い
。
得
宗
検
注
の
結
果
の
実
検
名
寄
帳
が
作
成
さ
れ
た

の
は
正
安
四
年
（
乾
元
元
年
、
一
三
〇
二
）
一
〇
月
で
あ
っ
た
が
、
現
地
公
文

の
良
厳
は
こ
れ
以
前
の
八
月
か
ら
領
家
方
年
貢
の
収
納
を
始
め
て
お
り
（
は
―

三
五
）、
一
一
月
一
九
日
に
は
名
ご
と
の
未
進
年
貢
の
徴
符
を
作
成
し
て
い
る

（
エ
―
一
八
―
一
）。
こ
の
段
階
で
は
得
宗
検
注
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
名
田
編

成
に
対
応
し
た
年
貢
収
取
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
、
乾
元
二
年
の
御

使
の
未
進
注
文
は
西
迎
の
未
進
が
勧
心
半
名
・
保
一
色
分
で
併
せ
て
一
〇
・
七

石
余
、
開
善
の
未
進
が
保
一
色
分
三
石
余
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
得

宗
検
注
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
一
色
名
で
な
く
以
前
の
保
一
色
の
収
納
単
位
が

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
（
教
護
一
九
六
号
（
１１
）

）。
次
の
史
料
は
こ
の
段
階

の
旧
来
の
保
一
色
と
新
編
成
の
一
色
名
に
関
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
（
や
―
一

〇
―
四
三
）。

一
色
名
公
田

三
丁
二
段
小
丗
十
四
歩

加
徴
一
石
九
斗
三
升
七
合
六
夕
八
才

同
名
地
頭
給
分

一
丁
九
段
大
廿
六
歩

分
米
十
四
石
七
斗

作
人
西
向
・
開
善

可
沙
汰
也
、

こ
の
史
料
は
「
一
色
名
」
の
う
ち
に
領
家
が
年
貢
を
、
地
頭
が
加
徴
米
（
段

別
六
升
）
を
収
納
す
る
「
公
田
」
が
三
町
二
段
一
五
四
歩
あ
り
、
ま
た
地
頭
が

年
貢
を
収
納
す
る
「
地
頭
給
分
」
が
一
町
九
段
二
六
六
歩
あ
る
こ
と
を
示
し
て
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い
る
。
こ
れ
を
合
計
す
る
と
「
一
色
名
」
は
五
町
二
段
六
〇
歩
と
な
る
が
、
こ

の
田
数
は
得
宗
検
注
が
保
一
色
を
「
破
出
」
し
た
田
数
に
一
致
し
、
し
た
が
っ

て
「
破
出
」
し
て
編
成
し
た
表
１
の
三
郎
丸
か
ら
願
念
ま
で
の
名
田
数
に
一
致

す
る
。
「
地
頭
給
分
」
が
一
町
九
段
二
六
六
歩
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
地
頭
の

支
配
す
る
三
郎
丸
名
新
田
一
町
七
段
二
六
六
歩
に
、
三
郎
丸
名
・
一
色
名
の
免

田
二
段
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
得
宗
検
注
が
「
破

出
」
し
た
田
数
全
体
を
「
一
色
名
」
と
捉
え
、
そ
の
な
か
に
領
家
年
貢
地
の
「
公

田
」
と
地
頭
年
貢
地
の
「
地
頭
給
分
」
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
以
前
か
ら
預

所
の
所
従
と
し
て
保
一
色
の
支
配
に
あ
た
っ
て
き
た
西
向
（
西
迎
）
と
開
善
が

こ
の
「
一
色
名
」
全
体
の
年
貢
負
担
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
史
料
は
得
宗
検
注
直
後
の
過
渡
的
な
様
相
を
示
す
も
の
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

翌
年
の
乾
元
二
年
（
嘉
元
元
、
一
三
〇
三
）
四
月
こ
ろ
預
所
妙
性
は
勧
農
の

た
め
に
現
地
に
入
部
し
よ
う
と
し
た
が
、
地
頭
代
官
伊
予
局
・
黒
須
小
次
郎
に

よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
（
は
―
三
六
）。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
供
僧
は
地
頭

代
官
の
非
法
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
現
実
的
な
対
応
を
と
っ
た
。

そ
の
第
一
は
預
所
妙
性
の
荘
の
所
務
権
を
停
止
し
、
寺
家
公
文
の
頼
尊
を
荘
務

に
あ
た
ら
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
預
所
は
翌
嘉
元
二
年
の
七
月
末
ま
で
荘
所
務
権

を
停
止
さ
れ
て
お
り
（
ゑ
―
一
五
―
一
）、
こ
の
間
は
公
文
頼
尊
が
所
務
に
あ

た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
教
護
一
九
九
号
）。
つ
ま
り
預
所
を
排
除
し
て

供
僧
が
荘
支
配
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
領
家
方
支
配
に
お

い
て
も
地
下
公
文
良
厳
の
比
重
が
強
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
頭
支
配

下
に
あ
る
公
文
は
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
以
来
作
成
さ
れ
た
領
家
方
損
亡
内

検
目
録
を
預
所
と
と
も
に
作
成
し
、
建
治
二
年
（
一
二
七
七
）
に
は
領
家
へ
の

長
夫
の
催
促
に
も
あ
た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
太
良
荘
が
国
衙
に
転
倒
さ

れ
て
年
貢
収
納
が
混
乱
し
た
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
分
の
領
家
方
結
解
状
（
散

用
状
）
は
公
文
良
厳
が
作
成
し
て
い
る
（
な
―
五
三
）。
そ
し
て
得
宗
支
配
下

の
乾
元
二
年
閏
四
月
一
二
日
の
領
家
方
散
用
状
も
公
文
良
厳
が
作
成
し
て
お
り

（
ヒ
―
二
七
六
）、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
以
後
散
用
状
は
公
文
が
作
成
す
る

こ
と
が
定
着
す
る
。
第
三
に
は
預
所
の
荘
所
務
権
を
停
止
す
る
こ
と
と
対
照
的

に
供
僧
が
名
主
を
年
貢
・
公
事
の
請
負
集
団
と
し
て
把
握
し
始
め
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
乾
元
二
年
閏
四
月
一
〇
日
と
二
一
日
に
名
主
た
ち
は

連
署
し
て
佃
大
豆
（
一
石
一
斗
）
と
糸
綿
公
事
の
納
入
を
誓
約
し
て
い
る
（
ゑ

―
一
〇
・
一
一
）。
こ
の
う
ち
佃
大
豆
一
石
一
斗
は
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）

八
月
に
預
所
定
宴
が
預
所
職
を
子
孫
に
伝
え
る
こ
と
を
望
ん
で
、
預
所
交
分
米

の
う
ち
の
別
進
米
五
石
と
と
も
に
納
入
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
っ
た
（
ヌ
―
二
、

一
一
六
号
）。
預
所
の
所
務
権
停
止
に
と
も
な
っ
て
、
預
所
職
在
任
を
象
徴
す

る
と
も
い
え
る
佃
大
豆
の
納
入
は
名
主
た
ち
が
請
負
う
こ
と
に
さ
れ
た
の
で
あ

る
。以

上
の
検
討
か
ら
、
得
宗
検
注
直
後
の
供
僧
が
主
導
し
た
領
家
方
支
配
と
は

従
来
の
保
一
色
体
制
を
実
際
に
維
持
し
つ
つ
も
、
預
所
妙
性
の
所
務
権
を
停
止

し
、
名
主
た
ち
の
請
負
体
制
を
基
礎
に
供
僧
派
遣
の
所
務
人
（
頼
尊
）
が
地
下

公
文
良
厳
を
指
揮
し
て
年
貢
確
保
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
こ
う
し
た
対
応
策
は
一
年
く
ら
い
で
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
供
僧
は
嘉
元

二
年
よ
り
新
し
い
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
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（
社
会
科
学
）、
六
一
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二
〇
〇
五
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（
二
）
領
家
方
斗
代
に
つ
い
て

乾
元
二
年
（
嘉
元
元
年
）
の
領
家
方
支
配
は
ま
だ
過
渡
的
な
性
格
を
残
し
て

い
た
が
、
嘉
元
二
年
四
月
に
は
公
文
良
厳
と
御
使
が
連
署
し
た
領
家
方
年
貢
注

進
状
（
前
欠
、
オ
―
一
四
）
が
供
僧
に
届
け
ら
れ
、
領
家
方
の
支
配
の
大
枠
が

定
ま
っ
た
。
そ
の
年
貢
注
進
状
の
残
存
部
分
を
表
２
に
示
し
、
そ
の
特
質
を
挙

げ
て
お
く
。
こ
の
注
進
状
に
は
田
数
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
地
頭
収
取
の
加

徴
米
が
段
別
六
升
で
あ
る
こ
と
か
ら
田
数
を
推
定
す
る
と
、
表
２
に
記
し
て
い

る
よ
う
に
得
宗
検
注
が
定
め
た
公
田
数
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
領
家
方
の

公
田
の
年
貢
を
一
四
一
石
余
と
し
、
そ
こ
か
ら
地
頭
得
分
の
加
徴
米
、
お
よ
び

地
下
徐
分
の
井
料
以
下
の
計
一
二
・
六
六
七
〇
五
石
を
控
除
し
て
残
り
を
定
御

年
貢
一
二
八
・
八
八
七
七
五
石
と
し
て
い
る
。
こ
の
定
御
年
貢
一
二
八
石
余
は

そ
の
後
の
結
解
状
や
散
用
状
に
お
け
る
基
本
年
貢
額
と
な
り
、
元
亨
四
年
（
一

三
二
四
）の
作
稲
検
見
目
録
に
お
い
て
も
基
準
年
貢
額
と
さ
れ
て
い
る
か
ら（
れ

―
四
）、
得
宗
支
配
時
代
を
通
じ
て
の
領
家
方
基
準
年
貢
額
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
嘉
元
二
年
の
領
家
方
年
貢
注
進
状
に
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
領
家
方

の
支
配
は
公
田
数
や
名
編
成
お
い
て
得
宗
検
注
の
結
果
を
受
け
入
れ
た
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
表
２
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
末
武
名
を
除

い
て
領
家
方
公
田
の
斗
代
は
一
律
八
斗
と
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
寛
元
元
年

（
一
二
四
七
）
に
預
所
に
勧
農
権
が
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
関
東
裁
許
状
の

文
言
に
「
斗
代
増
減
、
宜
く
保
司
の
進
止
為
べ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
（
エ
―
二
、

三
七
号
）、
斗
代
の
増
減
は
勧
農
権
の
中
心
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ

こ
で
得
宗
検
注
が
領
家
方
田
地
に
一
律
八
斗
の
斗
代
を
設
定
し
た
こ
と
の
意
味

を
考
え
て
み
た
い
。

得
宗
検
注
以
前
の
文
永

六
年
（
一
二
六
九
）
の
「
太

良
保
領
家
方
年
貢
名
々
員

数
目
録
案
」（
オ
―
五
、
八

三
号
）
は
田
地
に
は
段
別

一
律
八
斗
の
分
米
を
付
し
、

名
の
畠
地
に
は
一
律
一
〇

〇
文
の
銭
を
課
し
て
い
る

（
表
３
参
照
）。
こ
の
目

録
案
に
は
、
当
時
は
存
在

し
な
か
っ
た
助
国
名
が
年

貢
の
単
位
と
し
て
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
網
野

氏
は
こ
れ
は
地
頭
側
の
把

握
を
示
し
、
得
宗
検
注
は

そ
れ
を
受
け
継
い
で
領
家

方
田
地
を
八
斗
代
と
し
た

も
の
と
推
定
さ
れ
（
１２
）

た
。
こ

こ
に
見
え
る
八
斗
代
が
ど

の
よ
う
な
性
格
の
も
の
か

を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず

こ
の
斗
代
は
現
実
の
領
家

斗代
０．８
０．７７７
０．８
０．８
０．８

都合御年貢 １４１．５５４８
除分 加徴米 １０．２８７０５ 井料 １．５ 御堂料 ０．５ 糸綿代 ０．１８

農米精代 ０．２ （除分計 １２．６６７０５）
定御年貢 １２８．８８７７５

定年貢
３．９１
１５．７９８３３
１．４８
０．４９３３４
０．３１３４

糸綿代

０．０２

井料
０．９
０．１

加徴米
０．３９
１．３３１６７
０．１２
０．０４
０．０２

分米
５．２
１７．２５
１．６
０．５３３３４
０．３３３４

（公田）
（６‐１８０）
（２２‐０７０）
（２‐０）
（０‐２４０）
（０‐１２０）

名・作人
寺主分
末武名
散使名
新大夫
願念

表２ 嘉元２年（１３０４）４月 領家方年貢注進状案（前欠）単位；段・石

＊「都合御年貢」・「定御年貢」ともに史料上の数字。典拠；オ‐１４

松
浦：

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方

五



方
の
収
納
と
は
関
係
の
な

い
数
字
で
あ
っ
た
。
文
永

六
年
以
後
に
お
い
て
も
、

た
と
え
ば
弘
安
五
年
（
一

二
八
二
）
の
不
作
注
文
で

は
、
個
々
の
耕
地
が
石
代

・
七
斗
代
・
五
斗
代
と
記

さ
れ
て
い
る
（
白
川
本
六

八
、
二
四
四
号
）。
し
た

が
っ
て
、
八
斗
代
と
い
う

の
は
地
頭
側
の
土
地
台
帳

上
の
便
宜
的
な
数
字
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。
次
に
こ
の
八
斗

代
が
領
家
方
の
実
際
の
斗

代
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に

あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
、
領
家
方
の
斗
代
の
全
体
的
様
相
を
示
し
て
い
る
建

保
五
年
（
一
二
一
七
）
検
注
取
帳
目
録
案
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
実
検
取

帳
目
録
案
、
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
勧
農
帳
の
斗
代
、
耕
地
面
積
、
平
均
斗

代
な
ど
を
表
４
に
ま
と
め
た
。
得
宗
支
配
と
な
る
直
前
に
は
弘
安
二
年
（
一
二

七
九
）
二
月
二
八
日
の
勧
農
帳
（
ヒ
―
二
七
六
）
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
が
、
伝
存
し
て
い
な
い
の
で
建
長
八
年
の
勧
農
帳
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

こ
の
表
４
に
よ
れ
ば

建
保
か
ら
建
長
に
か
け

て
平
均
斗
代
が
二
升
上

が
り
、
さ
ら
に
預
所
定

宴
が
固
め
た
実
検
取
帳

目
録
と
比
較
す
る
と
、

同
じ
く
定
宴
が
編
成
し

た
勧
農
帳
に
お
い
て
は

平
均
斗
代
が
二
升
上
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
で
も
八
斗

代
と
い
う
の
は
領
家
方

田
地
の
平
均
的
な
斗
代

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
表

に
明
ら
か
な
よ
う
に
現

実
の
斗
代
の
な
か
で
八

斗
代
が
主
流
を
な
し
て

い
た
か
ら
八
斗
代
が
標

準
と
な
っ
た
と
い
う
の

で
は
な
い
。
八
斗
代
と

は
あ
く
ま
で
机
上
で
求

め
ら
れ
る
平
均
斗
代
に

分銭（文）
４６０
１０００
８００
１２００
６００
４００
３００

４７５８

畠地
４‐１９０
１０‐０
８‐０
１２‐０
６‐０
４‐０
３‐０

４７‐１９０

分米（石）
１６．５７７７６
１７．６
１２．８２２２２
１２．５６７５４
１４．１３３３２
２０．３１１１
１７．６
３８．４
１５０．０１

田地
２２‐２６０
２２‐０
１６‐０１０
１５‐２５６
１７‐２４０
２５‐１４０
２２‐０
４８‐０
１７１‐１８６

名
定国名
宗安名
真村名
時沢名
勧心名
助国名
末武名
保一色
合計

左内名主分
２５‐０（１５．７％）
２５‐０（１５．７％）
５‐０（３．１％）
３‐１６０（２．２％）
１１‐０（６．９％）
１‐１８０（０．９％）
８８‐２５０（５５．５％）
１５９‐２３０（１００％）

８．３斗代

建長８（１２５６）年
３５‐２００（１７．０％）
２５‐３００（１２．３％）
５‐０（２．４％）
１０‐２００（５．０％）
１９‐１５０（９．２％）
３‐２００（１．７％）

１０９‐３００（５２．４％）
２０９‐２７０（１００％）

８．２斗代

建長６（１２５４）年
４８‐０６４（２３．０％）
２５‐０（１１．９％）
５‐０（２．４％）
２‐２６０（１．３％）
２５‐３４０（１２．３％）
１‐１８０（０．７％）

１０１‐１９０（４８．４％）
２０９‐３１４（１００％）

８．０斗代

建保５（１２１７）年
４７‐０１０（２５．７％）
３５‐１８６（１９．４％）
４‐２４０（２．５％）

２‐０５４（１．２％）

９３‐２８０（５１．２％）
１８３‐０５０（１００％）

７．８斗代

斗代
５斗代
６斗代
６．４８斗代
７斗代
８斗代
９斗代
石代
合 計
平均斗代

表３ 文永６年（１２６９）太良保領家方年貢名々員数目録

＊田地・畠地の単位は段。典拠；オ‐５

表４ 斗代と田数

＊典拠 建保５年検注取帳目録案＝や－１０‐２ 建長６年実検取帳目録案＝は‐２、４５号
建長８年勧農帳＝は‐３、教護６０号、集成４８号

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五
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ほ
か
な
ら
ず
、
文
永
六
年
の
目
録
に
見
え
る
八
斗
代
は
現
実
の
収
納
と
は
次
元

を
異
に
す
る
平
均
的
・
抽
象
的
斗
代
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
得
宗

検
注
の
一
律
八
斗
代
と
い
う
の
も
抽
象
的
斗
代
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
表
４
で
は
建
長
八
年
の
勧
農
帳
の
耕
地
の
内
で
名
田
に
編
成
さ
れ
て
名
主

が
納
入
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
部
分
を
も
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
平
均
斗
代
八
・

三
斗
も
勧
農
帳
の
平
均
斗
代
八
・
二
斗
に
ほ
ぼ
等
し
い
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す

る
か
と
い
え
ば
、
預
所
定
宴
は
名
田
編
成
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
名
田
の
平

均
斗
代
も
八
・
二
斗
前
後
に
な
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
斗
代
の
耕
地
を
組
み
合

わ
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
名
田
編
成
が
支
配
の
た
め
の
基

礎
的
な
作
業
と
し
て
の
勧
農
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
斗
代
を
増
減
し
、
斗
代
の
組

み
合
わ
せ
に
配
慮
し
な
が
ら
名
田
を
編
成
す
る
と
い
う
預
所
定
宴
の
姿
勢
に
は

地
下
の
「
事
実
」
を
配
慮
し
た
勧
農
精
神
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
す
べ
て
の
耕
地
を
一
律
に
八
斗
代
と
す
る
と
い
う
得
宗
検
注
は
結

果
的
に
は
似
た
よ
う
な
年
貢
額
に
な
る
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
預
所
定
宴
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
勧
農
精
神
は
失
わ
れ
て
い
る
。
段
別
八
斗
代
は
平
均
斗
代
を
一

律
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
合
理
性
」
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
は
抽
象
的
斗
代
で
あ
り
、
土
地
と
百
姓
を
均
質
な
も
の
と
見
る
支
配
で
あ
っ

た
。さ

ら
に
こ
の
得
宗
支
配
の
抽
象
性
を
、公
文
良
厳
の
作
成
し
た
正
和
四
年（
一

三
一
五
）
分
の
領
家
方
作
稲
損
亡
検
見
目
録
（
は
―
五
七
）
に
現
れ
る
斗
代
を

例
に
見
て
お
き
た
い
。
表
５
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
計
の
欄
に

記
し
た
田
数
一
七
町
二
段
一
九
〇
歩
は
大
田
文
太
良
保
公
田
数
で
あ
り
、
分
米

総
計
一
二
八
石
余
は
嘉
元
二
年
の
領
家
方
年
貢
注
進
状
の
定
年
貢
（
都
合
年
貢

一
四
一
石
余
か
ら
地
頭
分
加
徴
米
な
ど

を
控
除
し
た
も
の
）
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
斗
代
を
み
る
と
除

分
の
松
永
押
領
と
延
慶
三
年
河
成
の
部

分
は
七
・
四
斗
代
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
領
家
方
斗
代
八
斗
よ
り
地
頭
分

加
徴
米
六
升
を
除
い
た
斗
代
に
相
当
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
田
数
の
圧
倒
的
大

部
分
を
占
め
る
損
田
・
得
田
の
斗
代
は

七
・
四
七
斗
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
定
年
貢
（
一
二
八
・
八
八
八
七
七
五

石
）
を
大
田
文
公
田
数
（
一
七
町
二
段

一
九
〇
歩
）
で
割
っ
て
得
ら
れ
る
斗
代

（
七
・
四
七
〇
六
斗
）
で
あ
る
。
厳
密

に
い
え
ば
領
家
方
の
斗
代
は
六
升
の
地
頭
方
加
徴
米
を
除
い
た
七
・
四
斗
な
の

で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
定
年
貢
と
大
田
文
田
数
を
も
と
に
机
上
で
算
出
さ
れ

た
斗
代
で
あ
る
七
・
四
七
斗
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
領
家
の
得
分
が

定
年
貢
一
二
八
石
余
と
定
ま
る
と
、
こ
ん
ど
は
そ
の
得
分
額
の
み
が
基
準
と
な

っ
て
七
・
四
七
斗
が
机
上
の
斗
代
と
し
て
算
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
検
見

の
損
分
・
得
分
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
支
配
と
い
う
も
の
が
現
実
か

ら
遊
離
し
、
数
字
を
操
作
し
て
得
ら
れ
た
年
貢
額
と
い
う
も
の
が
支
配
の
基
準

に
な
る
と
い
う
支
配
の
抽
象
化
が
得
宗
支
配
の
特
質
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま

た
領
家
方
の
斗
代
が
こ
の
よ
う
な
数
字
と
し
て
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
下

斗代
７．４
７．４
７．４７
７．４７
７．４７

分米
４．９３３４
６．１６６８

５９７．０１４６
６８０．８２５７
１２８８．８７７５

面積
０‐２４０
０‐３００
７９‐３３０
９１‐０４０
１７２‐１９０

田地
松永押領
延慶３年河成
損田
得田
（計）

表５ 正和４年分検見目録の田数・分米と斗代

＊分米・斗代の単位は斗である。また分米の計は史料の数
字を用いた。

松
浦：

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方
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地
の
支
配
権
は
地
頭
方
に
属
し
、
領
家
は
単
に
得
分
の
配
分
を
受
け
る
と
い
う

事
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
預
所
支
配
の
性
格

こ
の
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
は
新
し
い
得
宗
給
主
工
藤
貞
景
が
現
れ
、

供
僧
た
ち
は
幕
府
へ
の
訴
訟
を
強
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
嘉
元
二
年
七
月
寺

家
公
文
頼
尊
の
書
状
は
、
太
良
荘
の
荘
務
に
つ
い
て
自
分
に
命
じ
ら
れ
た
が
、

地
頭
を
訴
え
た
裁
判
が
や
が
て
始
ま
ろ
う
と
し
て
お
り
、
関
東
の
事
書
に
よ
れ

ば
訴
訟
中
に
訴
人
が
下
国
す
る
な
ど
不
在
で
あ
っ
た
な
ら
ば
敗
訴
す
る
定
め
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
「
如
此
最
中
に
田
舎
下
向
仕
候
て
、
閣
訴
訟
候
者
」、
幕

府
奉
行
と
地
頭
代
が
「
一
躰
」
に
な
っ
て
い
る
状
況
で
は
訴
訟
延
期
の
策
に
出

る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（
エ
―
一
九
）。
こ
こ
で
頼
尊
は
今
年
は
荘
務
の

た
め
に
現
地
に
下
向
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
訴
訟
の
担
当
者
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
太
良
荘
の
対
地
頭
訴
訟
に
お
い
て
寺
僧
が
正
面

に
出
て
く
る
の
は
こ
れ
が
始
め
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
地
頭
の
若
狭
定
蓮
（
忠

清
）
・
忠
兼
を
訴
え
た
訴
状
は
「
太
良
庄
雑
掌
」
の
名
で
提
出
さ
れ
て
い
る
が

そ
の
担
当
者
は
預
所
定
宴
で
あ
り
（
ホ
―
五
、
二
一
九
号
）、重
申
状
は
「
太
良

庄
雑
掌
浄
妙
」と
あ
る
よ
う
に
定
宴
娘
の
預
所
浄
妙
の
名
で
出
さ
れ
て
い
る（
な

―
三
一
、
二
六
六
号
）。
そ
れ
に
対
し
こ
の
訴
訟
は
寺
僧
が
担
当
し
、
こ
の
後

の
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
六
月
に
荘
民
が
地
頭
の
威
に
募
り
、
厨
奉
仕
や
長

夫
を
止
め
た
こ
と
を
訴
え
る
申
状
が
「
太
良
庄
雑
掌
僧
頼
尊
重
言
上
」
と
書
き

出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
形
式
的
に
も
寺
僧
の
訴
え
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
（
ゐ
―
八
―
二
）。

こ
の
よ
う
に
寺
家
公
文
頼
尊
が
訴
訟
に
専
念
す
る
た
め
、
荘
務
を
辞
退
す
る

意
向
を
示
し
た
の
で
、
こ
れ
を
受
け
た
供
僧
は
七
月
二
七
日
に
公
文
頼
尊
の
奉

書
に
よ
り
、
も
と
の
如
く
預
所
に
荘
務
を
委
ね
る
こ
と
を
荘
民
に
告
げ
て
い
る

（
ゑ
―
一
五
―
一
）。
こ
れ
に
対
し
て
荘
民
た
ち
は
預
所
が
荘
務
に
復
帰
す
る

の
は
「
不
審
」
で
あ
る
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
供
僧
は
八
月
一
二
日
と

九
月
七
日
に
二
度
に
わ
た
っ
て
預
所
の
荘
務
を
保
証
す
る
奉
書
を
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
（
ゑ
―
一
五
―
二
・
三
）。
荘
民
た
ち
は
預
所
使
者
の
荘
務

を
認
め
て
早
米
の
納
入
に
応
じ
た
が
、
こ
の
時
よ
り
損
免
を
求
め
る
申
状
を
繰

り
返
し
提
出
す
る
よ
う
に
な
る
（
こ
の
損
免
要
求
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
）。

そ
し
て
荘
民
は
翌
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
に
は
預
所
に
対
す
る
厨
奉
仕
や
長

夫
負
担
を
拒
否
し
、
寺
家
の
召
喚
に
も
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
頼
尊
は
こ
れ
は

「
地
頭
の
威
に
募
る
」
行
為
だ
と
し
て
六
波
羅
探
題
に
訴
え
て
い
る
（
ゐ
―
八
）。

九
月
に
な
っ
て
よ
う
や
く
荘
民
た
ち
は
答
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
地
頭
の
語

ら
い
を
得
て
荘
家
文
書
を
地
頭
に
提
出
し
た
の
は
預
所
と
西
迎
（
西
向
）
で
あ

る
こ
と
、
年
貢
を
荘
住
人
の
又
二
郎
に
渡
そ
う
と
し
た
が
彼
が
受
け
取
ら
な
か

っ
た
な
ど
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
厨
奉
仕
や
長
夫
負
担
の
こ
と
は
無

視
さ
れ
て
い
る
（
ヱ
―
二
七
）。
荘
民
た
ち
は
年
貢
・
公
事
は
地
下
公
文
良
厳

の
も
と
で
百
姓
の
請
負
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
預
所
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
荘
の
出
入
り
に
百
姓
に
担
が

せ
た
輿
を
乗
り
回
し
て
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
百
姓
か
ら
訴
え
ら
れ
た
預

所
妙
性
の
荘
支
配
の
あ
り
方
は
も
は
や
昔
の
も
の
と
な
っ
た
。

こ
れ
以
後
の
預
所
の
機
能
と
し
て
は
荘
民
と
供
僧
の
間
に
あ
っ
て
損
免
額
を

双
方
に
取
り
次
ぐ
こ
と
（
は
―
三
七
・
三
九
・
四
九
、
ユ
―
二
三
な
ど
）、
年

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五
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貢
納
入
が
遅
れ
た
た
め
催
促
の
使
い
が
供
僧
か
ら
派
遣
さ
れ
た
こ
と
を
地
下
に

伝
え
る
こ
と
（
な
―
四
）、正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
や
文
保
二
年
に
太
良
荘
が

国
衙
よ
り
収
公
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
事
情
を
尋
ね
て
供
僧
に
対
応
を
進

言
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
（
は
―
一
六
一
、
イ
―
二
五
）、
荘
民
と
供
僧
と
の
仲

介
や
荘
で
生
じ
た
対
外
的
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
は
預
所
の
義
務
で
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
供
僧
は
預
所
に
対
し
て
荘
園
支
配
の
維
持
の
た
め
の
応
分
の
負
担
を

求
め
た
。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
閏
一
二
月
に
大
津
浦
で
播
磨
房
慶
盛
が
太

良
荘
年
貢
四
〇
石
を
点
定
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
こ
の
責
任
を
追
及
さ
れ

た
問
丸
と
供
僧
と
の
あ
い
だ
で
紛
争
が
生
じ
て
い
た
が
（
ら
―
二
、
と
―
二
一
、

ワ
―
四
、
エ
―
二
二
）、
預
所
妙
性
は
こ
の
問
題
の
責
任
を
も
追
及
さ
れ
「
も

し
せ
ん
と
い
丸
か
事
に
よ
り
候
て
、
御
ね
ん
く
い
ら
ん
の
事
さ
ふ
ら
は
ゝ
、
あ

つ
か
り
そ
あ
き
ら
め
さ
た
を
い
た
し
候
へ
く
候
」
と
述
べ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

（
し
―
一
八
八
）。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
妙
性
は
嘉
元
四
年
八
月
の
供
僧

評
定
に
別
進
米
・
大
豆
の
納
入
を
免
除
さ
れ
る
よ
う
願
い
出
た
。
こ
れ
に
関
す

る
供
僧
の
評
定
引
付
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
ル
―
二
一
）。

一
、
同
庄
預
所
令
歎
申
間
事
、

右
所
歎
申
非
無
其
謂
歟
、
所
謂
庄
家
牢
寵
間
、
別
進
米
五
石
・
大
豆
一

石
可
被
返
免
之
也
、
□
者
云
庄
務
間
事
、
云
武
家
沙
汰
等
、
不
可
及
御

扶
持
、
一
向
為
預
所
之
沙
汰
、
可
致
其
沙
汰
也
、

す
な
わ
ち
、
供
僧
は
妙
性
に
同
情
は
し
て
い
る
が
、
別
進
米
・
大
豆
を
免
除

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
荘
務
も
訴
訟
も
す
べ
て
預
所
の
独
力
で
行
え
と
い
う
態

度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
評
定
に
見
ら
れ
る
供
僧
の
基
本
的
な
考
え
方
は
供
僧

が
荘
務
も
訴
訟
も
主
導
す
る
か
ら
、
預
所
は
得
分
の
一
部
を
そ
の
た
め
に
提
供

せ
よ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
う
し
た
応
分
の
負
担
と
し
て
預
所
に
課
さ
れ
た
も
の
と
し
て
沙
汰
用
途
が

あ
る
。
沙
汰
用
途
と
は
地
頭
と
の
訴
訟
の
費
用
に
宛
て
る
た
め
に
預
所
に
一
石

を
負
担
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
（
し
―
九
）。
嘉
元
三
年
九
月
に
預
所
妙
性
は
沙

汰
用
途
の
負
担
に
つ
い
て
、

こ
そ
の
さ
た
よ
う
と
う
事
、
こ
そ
の
や
う
し
や
う
大
な
き
事
に
て
候
ほ
と

に
、
そ
の
や
う
を
や
う
や
う
に
な
け
き
申
し
候
て
、
こ
の
と
し
よ
り
さ
た

し
さ
ふ
ら
は
ん
と
申
て
候
へ
ハ
、
そ
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
こ
そ
と
思
ひ
ま

い
ら
せ
候
て
よ
ろ
こ
ひ
入
て
候
へ
ハ
、
い
ま
又
と
く
ふ
ん
を
さ
き
と
る
へ

き
よ
し
と
申
さ
れ
候
事
、
返
々
な
け
き
入
て
候
、
…

と
嘆
い
て
い
る
（
し
―
八
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
沙
汰
用
途
は
嘉
元
二
年
か
ら
課

せ
ら
れ
た
も
の
で
、
妙
性
は
納
入
延
期
を
願
っ
て
認
め
ら
れ
安
心
し
て
い
た
が
、

供
僧
は
納
入
が
遅
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
預
所
得
分
を
割
取
る
と
い
う
強
い
姿
勢

を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
別
の
書
状
で
妙
性
は
年
貢
未
進
の
責
任
を
追
及
さ
れ
て

預
所
の
得
分
四
石
を
も
っ
て
補
填
し
た
こ
と
を
述
べ
、
沙
汰
用
途
に
関
し
て
嘆

い
て
い
る
（
し
―
一
八
八
）。
そ
こ
で
妙
性
は
沙
汰
用
途
負
担
を
逃
れ
る
た
め

も
あ
っ
て
か
、
訴
訟
担
当
者
と
な
る
道
を
選
ん
だ
。
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）

六
月
に
訴
訟
を
担
当
し
て
い
た
頼
尊
が
西
国
に
下
向
し
た
た
め
担
当
者
は
宗
成

に
替
わ
っ
た
が
（
エ
―
二
八
）、
こ
の
直
後
に
「
預
所
」
が
訴
訟
を
担
当
す
る

「
新
雑
掌
」
と
し
て
沙
汰
用
途
一
貫
文
を
受
け
取
っ
て
い
る
（
エ
―
二
五
）。

こ
の
「
預
所
」
の
花
押
は
別
進
米
・
大
豆
送
状
の
預
所
代
の
も
の
と
一
致
す
る

か
ら
、
こ
の
年
に
預
所
は
沙
汰
用
途
の
負
担
者
か
ら
受
給
者
に
な
っ
た
こ
と
が
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わ
か
る
。
こ
れ
に
関
し
て
頼
尊
は
、

太
良
庄
預
所
沙
汰
用
途
両
年
分
二
石
事
、
於
一
石
者
承
伏
云
々
、
而
至
去

年
分
一
石
、
自
上
方
も
無
御
下
行
之
上
者
、
預
所
分
不
可
弁
之
由
、
預
所

申
之
云
々
、
於
此
段
者
、
頼
尊
西
国
下
向
之
跡
ニ
被
付
新
雑
掌
之
刻
、
自

公
方
二
石
内
一
石
代
ニ
用
途
一
貫
文
、
下
給
新
雑
掌
左
近
丞
了
、
於
所

残
一
石
者
、
去
年
十
二
月
之
比
下
給
之
候
者
也
、
（
中
略
）
早
於
両
年
分

二
石
不
日
可
弁
済
之
由
、
可
被
仰
下
候
乎
、

と
述
べ
て
お
り
（
は
―
一
五
六
）、
延
慶
二
年
か
ら
二
年
間
、
預
所
は
一
年
に

一
石
（
代
銭
一
貫
文
）
を
受
け
取
っ
た
と
さ
れ
（
預
所
は
二
年
目
は
そ
れ
を
否

定
し
て
い
る
が
）、
そ
の
返
弁
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
延
慶
二
年

に
訴
訟
担
当
者
が
頼
尊
か
ら
宗
成
に
替
わ
っ
た
の
は
、
預
所
が
訴
訟
を
担
当
し

て
沙
汰
用
途
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
預
所
の
訴
訟
担

当
も
二
年
間
で
終
わ
り
、
沙
汰
用
途
二
石
の
返
弁
を
迫
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

預
所
が
訴
訟
担
当
か
ら
降
り
た
の
は
、
延
慶
三
年
二
月
に
六
波
羅
探
題
に
お
け

る
訴
陳
が
終
わ
り
、
具
書
と
と
も
に
鎌
倉
の
長
崎
円
喜
に
送
ら
れ
舞
台
が
鎌
倉

に
移
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
（
イ
―
一
五
―
二
）、
沙
汰

用
途
の
返
弁
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
に
お
い
て
成
果
を
挙
げ
得
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
預
所
妙
性
は
訴
訟
担
当
者
と
し
て
そ
の
地
位

を
強
化
す
る
道
も
失
わ
れ
た
。

最
後
に
預
所
の
現
地
所
務
に
つ
い
て
み
て
お
く
。
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）

よ
り
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
ま
で
の
早
米
・
後
米
・
未
進
分
の
現
地
か

ら
の
送
状
は
地
下
公
文
良
厳
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（
は
―
四
〇
な
ど
）。

こ
の
送
状
に
は
公
文
と
な
ら
ん
で
寺
家
の
使
者
で
あ
る
「
御
使
」
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
（
は
―
四
三
・
四
六
、
エ
―
二
九
・
三
一
・
三
三
、

教
護
二
五
八
・
二
六
九
・
二
七
七
号
）、「
御
使
」
の
花
押
は
な
い
の
で
、
年
貢

の
収
納
と
送
進
は
公
文
が
扱
っ
た
も
の
と
し
て
よ
い
。
た
だ
し
、
正
和
三
（
一

三
一
四
）
年
の
年
貢
結
解
状
は
翌
年
末
に
預
所
代
が
作
成
し
て
お
り
（
は
―
六

一
）、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
一
二
月
に
は
預
所
代
が
地
下
公
文
と
は
別
に

年
貢
送
状
を
作
成
し
て
い
る
か
ら
（
は
―
六
八
・
六
九
）、
預
所
が
年
貢
収
納

に
全
く
関
与
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
保
二
年
末
の
場
合
に
は
地
下

公
文
良
厳
が
改
易
さ
れ
た
と
い
う
特
別
の
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
（
１３
）

る
。

預
所
の
荘
に
対
す
る
関
与
の
あ
り
方
と
し
て
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
預
所

別
進
と
称
さ
れ
た
年
貢
と
大
豆
の
進
納
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
一
旦
は
百
姓

請
と
さ
れ
た
が
、
預
所
の
荘
務
復
活
と
と
も
に
預
所
が
納
入
責
任
者
と
な
り
、

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
よ
り
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
ま
で
預
所
代
が
送
文

を
作
成
し
て
い
る
（
教
護
二
二
二
号
、
は
―
八
〇
）。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

定
宴
が
約
束
し
た
別
進
額
は
「
預
所
得
分
交
分
米
内
伍
石
・
佃
大
豆
壱
石
一

斗
」
で
あ
っ
た
が
、
得
宗
支
配
下
に
お
い
て
は
最
初
は
一
石
五
斗
、
後
に
一
石
、

さ
ら
に
八
斗
と
減
少
し
て
お
り
、
大
豆
も
九
斗
七
升
が
基
準
と
な
っ
た
（
い
ず

れ
も
国
定
）。
預
所
代
は
毎
年
荘
に
下
向
し
て
預
所
得
分
を
収
納
し
、
一
部
を

別
進
米
・
大
豆
と
し
て
供
僧
に
納
入
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
得

分
収
納
と
の
関
連
で
荘
務
に
関
与
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
得
宗
地
頭
支
配
下

の
預
所
得
分
に
関
し
て
は
、
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
四
月
の
妙
性
譲
状
に
、

わ
か
さ
の
く
に
た
ら
の
し
や
う
の
う
ち
に
、
さ
う
ま
い
三
石
く
ろ
き
な
り
、

は
く
ま
い
三
こ
く
、
い
お
百
五
十
、
一
し
き
一
ち
や
う
と
ハ
、
と
く
ち
の

ね
ん
か
う
の
と
き
よ
り
、
御
む
め
に
ゆ
つ
り
わ
た
し
候
ぬ
、
…

福
井
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と
見
え
て
お
り
（
は
―
一
〇
二
）、
預
所
妙
性
は
徳
治
年
間
（
一
三
〇
六
〜
一

三
〇
七
）
に
娘
の
御
む
め
に
「
さ
う
ま
い
」（
雑
米
（
１４
）

か
）
黒
米
三
石
、
白
米
三
石
、

魚
一
五
〇
、
「
一
し
き
一
ち
や
う
」
を
譲
与
し
て
い
た
と
い
う
。
得
宗
地
頭
支

配
以
前
の
預
所
の
得
分
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
た
（
１５
）

が
、
預
所
得
分
注
文

（
や
―
一
〇
―
四
五
）
に
よ
れ
ば
、
預
所
得
分
と
な
る
米
と
し
て
は
①
年
貢
一

石
に
つ
き
一
斗
五
升
の
交
分
米
二
二
・
五
石
、
②
実
検
取
帳
と
勧
農
帳
と
の
斗

代
の
差
額
を
得
分
と
す
る
斗
代
増
減
四
・
五
四
石
、
③
厨
料
と
し
て
徴
収
す
る

黒
米
四
・
二
石
、
白
米
四
・
二
八
石
が
あ
り
、
同
じ
く
厨
料
と
し
て
名
別
一
〇

喉
の
「
数
の
魚
」
も
あ
っ
た
。
徳
治
年
間
の
妙
性
譲
状
に
み
え
る
黒
米
・
白
米

・
魚
は
③
の
厨
料
と
し
て
の
得
分
で
あ
ろ
う
。
預
所
の
勧
農
支
配
権
得
分
を
示

す
①
や
②
が
見
え
な
い
の
は
、
預
所
が
勧
農
権
を
失
っ
た
事
態
を
物
語
る
と
思

わ
れ
る
。
「
一
し
き
一
ち
や
う
」
と
は
「
一
色
一
町
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
が
、
か
つ
て
の
保
一
色
は
再
編
さ
れ
て
得
宗
地
頭
の
支
配
下
に
お
か

れ
て
い
た
こ
と
や
、
妙
性
譲
状
に
具
体
的
な
得
分
額
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
考
え
る
と
、
実
際
は
不
知
行
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ほ
か
に

も
若
干
の
得
分
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
得
宗
支
配
下
で
預
所
は
こ
う
し

た
わ
ず
か
の
得
分
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
先
述
の
預
所
の
義
務
を

果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

年
貢
散
用
状
の
成
立

（
一
）
内
検
目
録

次
に
は
、
得
宗
地
頭
支
配
下
に
お
い
て
、
供
僧
に
よ
る
荘
民
支
配
の
あ
り
方

が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
年
貢
散
用
状
の
形
成
に
注
目
し
て
検
討
し
て

み
た
い
。
な
ぜ
年
貢
散
用
状
が
重
要
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
預
所
の
荘
園
支
配

が
弱
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
荘
民
た
ち
は
供
僧
に
対
し
て
損
免
を
要
求
す
る

よ
う
に
な
り
、
荘
民
た
ち
に
と
っ
て
は
年
々
の
納
入
年
貢
額
の
確
定
が
、
供
僧

に
と
っ
て
は
そ
の
納
入
確
保
が
最
大
の
関
心
事
と
な
る
が
、
こ
の
荘
民
と
供
僧

の
支
配
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
が
年
貢
散
用
状
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

得
宗
支
配
下
で
は
も
は
や
預
所
の
勧
農
は
問
題
と
な
ら
ず
、
ま
た
文
永
年
間
以

後
に
繰
り
返
さ
れ
た
名
主
職
を
め
ぐ
る
相
論
も
名
主
職
に
対
す
る
支
配
権
を
失

っ
た
得
宗
支
配
下
で
は
供
僧
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
な
る
。
得
宗
地
頭

の
押
領
に
対
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
供
僧
は
そ
れ
な
り
の
努
力
を
し
て
い
る
が
、

関
東
で
の
訴
訟
は
全
く
停
滞
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で

供
僧
と
荘
民
の
関
係
は
年
貢
額
を
め
ぐ
る
対
立
と
交
渉
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
い
わ
ば
支
配
の
数
量
化
が
顕
著
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
年
貢
散
用
状
と
は
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ

て
い
く
形
式
の
も
の
を
指
し
、
そ
れ
は
現
地
の
荘
官
（
預
所
・
公
文
・
代
官
・

御
使
な
ど
）
が
作
成
す
る
も
の
で
、
定
年
貢
と
そ
こ
か
ら
控
除
さ
れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
除
分
（
荘
官
給
・
寺
社
免
田
、
川
成
・
押
領
分
な
ど
）
・
損
免
分
・
下
行

分
を
記
し
て
納
入
す
べ
き
年
貢
・
公
事
額
を
明
示
し
た
上
で
、
実
際
に
納
入
し

た
額
を
記
載
し
、
未
進
額
（
あ
る
い
は
過
上
額
）
を
確
定
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
年
貢
散
用
状
は
単
な
る
計
算
書
で
は
な
く
、
中
間
的
な
場
合
も
含
め
て
何

ら
か
の
決
算
書
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
太
良
荘
に
お
け
る
年
貢
散
用
状
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。
年
貢
散
用
状
の
前
身
と
位
置
づ
け
う
る
も
の
に
、
文
永
三
年（
一
二
六
六
）

一
〇
月
に
御
使
定
宴
・
公
文
代
豪
成
が
連
署
し
た
「
田
数
并
所
当
米
損
得
散
用
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事
」
が
あ
る
（
教
護
七
一
号
、
集
成
七
七
号
）。
こ
れ
は
こ
の
年
に
生
じ
た
損

亡
に
つ
い
て
内
検
が
行
わ
れ
、
そ
の
損
亡
額
を
差
し
引
い
た
残
米
額
を
注
進
し
、

「
但
内
検
之
間
、
有
限
沙
汰
之
外
、
忘
公
平
、
不
存
私
用
之
思
候
」
と
述
べ
て
、

内
検
に
不
正
の
な
い
こ
と
を
誓
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
散
用
状
は
建

治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
〇
月
ま
で
四
点
ほ
ど
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
表
６
参
照
）。

こ
の
う
ち
文
永
一
〇
年
か
ら
は
「
損
亡
内
検
損
得
散
用
事
」
と
題
さ
れ
、
端
裏

書
き
に
「
内
検
目
六
」
と
あ
る
よ
う
に
（
は
―
五
）、
定
宴
と
公
文
豪
成
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
内
検
に
関
わ
る
文
書
で
あ
っ
て
、
査
定
し
た
損
亡
額
に
不
正

の
な
い
こ
と
を
定
宴
と
豪
成
に
誓
約
さ
せ
、
納
入
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
こ
の

内
検
目
録
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
（
１６
）

に
、
こ
の
内
検
目
録
の

成
立
は
供
僧
に
よ
る
預
所
統
制
強
化
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。
こ
の
内
検
目
録

を
、
後
に
確
立
し
た
段
階
の
年
貢
散
用
状
と
比
較
す
る
と
、
内
検
目
録
は
第
一

に
、
毎
年
作
成
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
損
亡
が
一
定
の
基
準
を
超
え
た
た
め
、

内
検
に
よ
る
損
亡
額
確
定
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
年
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
第
二
に
、
損
亡
額
を
誓
約
さ
せ
、
納
入
予
定
額
を
確

定
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、
決
算
に
は
及
ん
で
い
な
い
と
い
う
特
質
を
も
っ

て
い
る
。

表
６
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
六
月
に
は
建
治
二
年

分
の
内
検
目
録
が
作
成
し
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
損
亡
分
を
一
石
四
斗

余
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
結
果
一
石
余
の
「
過
進
」

分
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
建
治
三
年
の
内
検
目
録

は
納
入
結
果
を
も
記
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
記
さ
れ
た
の
は

最
初
の
建
治
二
年
の
内
検
目
録
作
成
後
に
一
石
四
斗
余
ほ
ど
損
亡
分
が
増
加
す

る
と
い
う
変
更
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
て
、
内
検
目
録
に
年
貢
納
入
結
果
を
記

す
こ
と
が
原
則
と
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
。

こ
の
建
治
二
年
の
後
は
得
宗
地
頭
時
代
を
含
め
て
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）

ま
で
損
亡
に
関
し
て
は
内
検
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
供
僧
が
一
定
の
損
免
額
を

小
出
し
に
認
め
て
い
く
と
い
う
や
り
方
に
変
わ
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
別

稿
で
検
討
し
て
い
る
（
１７
）

が
、
要
す
る
に
検
見
を
行
う
と
四
〇
石
を
超
え
る
損
免
額

に
な
る
た
め
検
見
を
お
こ
な
わ
ず
、
損
免
は
百
姓
と
の
駆
け
引
き
や
交
渉
に
よ

っ
て
供
僧
に
有
利
な
よ
う
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
内
検
目
録
の
よ
う
に
地
下
の
預
所
・
公
文
か
ら
誓
約
書
を
徴
す
る
こ
と
も
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、表
６
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
弘
安
元
年（
一
二
七
八
）

分
と
六
年
分
の
年
貢
散
用
の
文
書
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
弘
安
元
年
分
の
文
書

は
翌
年
二
月
に
、
一
〇
分
一
損
免
額
を
減
じ
た
納
入
年
貢
額
を
記
し
た
上
で
未

進
額
を
注
進
し
た
も
の
で
、
本
文
を
引
用
し
て
お
く
と
、

弘
安
元
年
太
良
御
庄
御
年
貢
事

十
分
一
損
者
十
五
石
八
升
余

去
年
所
済
御
米
百
十
八
石
四
斗
八
升
九
合
七
夕

十
分
一
損
御
免
許
之
残
、
定
未
進
御
米
十
七
石
二
斗
五
升
余
歟
、

弘
安
二
年
二
月
十
六
日

預
所
上

と
な
っ
て
い
る
（
ゑ
―
五
、
二
三
九
号
）。以
前
の
内
検
目
録
と
比
べ
る
と
誓
約

文
言
が
な
い
が
、
こ
れ
は
十
分
一
損
免
を
認
め
た
の
は
供
僧
で
あ
る
か
ら
、
預

所
に
は
責
任
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
簡
単
な
注
文
の
形
式
を
と
っ

て
い
る
が
、
翌
年
の
二
月
に
預
所
が
こ
れ
ま
で
の
収
納
状
況
を
総
括
し
た
も
の

で
、
決
算
書
と
し
て
の
年
貢
散
用
状
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

福
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典
拠

教
護
７１

は
‐５

教
護
８０

は
‐２
０

れ
‐１

ゑ
‐５

教
護
１２
１

は
‐４
０

は
‐４
０

は
‐４
０

は
‐４
０

は
‐４
０

は
‐４
０

は
‐４
０

教
護
２４
０

教
護
２４
３

は
‐５
７

は
‐６
１

れ
‐４

作
成
者

A・
B

A・
B・
C

A・
B

A・
B

B B D E E E E E・
F・
G

E・
G

E E F H

未
進

過
進
１
．０
７２
０３

１７
．２
５

１８
．５
４５

２４
．０
８４
７

１５
．５
８４
９

１０
．７
７０
９

２８
．９
５８
９

９
．３
４８
５８

１
．４
２８
５７

１８
．９
５９
１９

１４
．８
２５
８８

１
．２
５８
９１

納
入

１１
８
．４
８９
７

１１
２
．２
６８

９８
．８
３０
５

１０
１
．３
０２
８５

１０
９
．１
１７
６６

９９
．９
２８
８５

７６
．２
２２
２

４１
．８
２２
３４

９８
．４
８５
２

５２
．９
５１
８５

７２
．５
６８
８２

損
亡

４３
．１
４８
８５

４７
．５
３１

６７
．１
８７

４８
．０
２３
１６

４９
．４
５２
５３

１５
．８

２０ ５
．０

１０
．０

１０
．０
＋
３
．０

４２
．７
８４
６３

８４
．７
３６
８４

１０
．３
３３
３４

６０
．０

６０
．８
０５
２

５０
．０

７３
．６
４５
８

定
年
貢

１５
０
．８
７６

１５
０
．８
４５

１５
０
．８
１３

１５
０
．８
１２

１５
０
．８
１３

（
１５
０
．８
１９
７
）

１５
０
．８
１３

１２
８
．８
８７
７５

１２
６
．８
８７
７５

１２
８
．８
８７
７５

１２
８
．８
８７
７５

１２
８
．３
５４
４１

１２
８
．８
８７
７５

４３
．２
５０
９１

１２
７
．７
７７
７３

１２
７
．７
７７
７３

１２
８
．８
８７
７５

１２
３
．８
２７
７３

１２
９
．８
８７
７５

表
題

＊
田
数
并
所
当
米
損
得
散
用
事

＊
田
数
并
所
当
米
損
得
散
用
事

＊
損
亡
内
検
損
得
散
用
事

＊
損
亡
内
検
損
得
散
用
事

損
亡
内
検
損
得
散
用
事

弘
安
元
年
御
年
貢
事

弘
安
六
年
御
米
結
解
事

去
年
未
進
散
用
状

去
年
御
年
貢
成
未
進
立
事

嘉
元
三
年
御
年
貢
米
散
用
状

徳
治
二
年
年
貢
結
解
状

延
慶
元
年
御
年
貢
散
用
状

＊
延
慶
二
年
十
月
損
亡
検
見
目
録

延
慶
二
年
御
年
貢
米
散
用
状

応
長
元
年
御
年
貢
散
用
状

正
和
元
年
御
年
貢
米
散
用
状

＊
正
和
四
年
作
稲
損
亡
検
見
目
録

正
和
三
年
御
年
貢
結
解
状

＊
元
亨
四
年
作
稲
検
見
目
録

作
成
年
月
日

文
永
３（
１２
６６
）１
０
．２
４

文
永
７（
１２
７０
）１
０

文
永
１０
（
１２
７３
）１
０
．２
１

建
治
２（
１２
７６
）１
０

建
治
３（
１２
７７
）６
．２
３

弘
安
２（
１２
７９
）２
．１
６

弘
安
７（
１２
８４
）５

嘉
元
２（
１３
０４
）４

嘉
元
３（
１３
０５
）３
．２
７

嘉
元
４（
１３
０６
）４
．３

徳
治
３（
１３
０８
）４
．２
８

年
号
不
載

延
慶
２（
１３
０９
）１
０
．２
０

延
慶
２（
１３
０９
）１
１
．２
５

応
長
２（
１３
１２
）４
．１
５

正
和
１（
１３
１２
）１
２
．７

正
和
４（
１３
１５
）１
０
．１
５

正
和
４（
１３
１５
）１
２
．１
３

元
亨
４（
１３
２４
）１
０

（
注
）
作
成
者
の
略
号
；
A
＝
公
文
代
豪
成
、
B
＝
御
使
・
内
検
使
・
預
所
定
宴
、
C
＝
内
代
官
浄
俊
、
D
＝
御
使
（
尚
慶
カ
）、

E＝
公
文
良
厳
、
F＝
預
所
代
、
G
＝
御
使
、
H
＝
公
文
僧
（
性
範
）

＊
を
付
し
た
も
の
は
損
亡
内
検
目
録

表
６

内
検
目
録
と
散
用
状

松
浦：

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方

一
三



弘
安
六
年
分
の
文
書
は
翌
年
五
月
に
「
弘
安
六
年
御
米
結
解
事
」
と
題
し
、

損
免
額
二
〇
石
を
減
じ
た
年
貢
額
を
記
し
た
上
で
年
貢
運
上
の
額
と
日
付
を
記

し
、
最
後
に
未
進
額
一
八
石
余
を
確
定
す
る
と
と
も
に「
小
足
、
別
紙
ニ
注
之
」

と
附
記
し
た
も
の
で
、
御
使
の
作
成
に
な
る
が
起
請
文
言
は
な
い
（
教
護
一
二

一
号
、
集
成
二
五
三
号
）。
こ
の
弘
安
年
間
の
散
用
文
書
は
い
ず
れ
も
翌
年
に

結
解
を
し
て
、
未
進
年
貢
額
を
確
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
実
質
的
に
年
貢
散
用
状
と
見
て
よ
い
。
さ
ら
に
弘

安
六
年
分
の
結
解
状
に
「
小
足
、
別
紙
ニ
注
之
」
と
あ
る
の
は
後
の
散
用
状
の

例
か
ら
し
て
未
進
者
ご
と
に
そ
の
未
進
額
を
記
し
た
注
文
と
推
察
さ
れ
る
。
形

成
期
の
年
貢
散
用
状
は
未
進
の
全
体
額
の
み
な
ら
ず
、
個
別
の
未
進
者
と
そ
の

額
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

右
の
弘
安
元
年
分
と
六
年
分
の
散
用
状
（
結
解
状
）
は
い
ず
れ
も
年
貢
損
免

が
認
め
ら
れ
て
い
た
年
の
も
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
損
免
の
な
い
年
に
は
散

用
状
（
結
解
状
）
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
永
元
年
（
一

二
六
四
）
八
月
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
太
良
荘
年
貢
支
配
状
に
文
永
六
年
（
一

二
六
九
）
の
未
進
米
が
翌
七
年
二
月
と
一
一
月
に
納
入
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
て

い
る
（
は
―
二
二
―
三
六
・
三
八
、
二
四
五
号
三
六
・
三
八
）。
こ
の
う
ち
一

一
月
に
納
入
さ
れ
た
と
き
に
は
「
文
永
六
年
庄
未
進
送
文
」
と
記
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
の
納
入
分
が
未
進
分
で
あ
る
こ
と
は
現
地
か
ら
の
送
文
に
拠
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
現
地
か
ら
の
送
文
な
ど
に
よ
り
供
僧
の
納
所
が
年
々
の
納
入
分

と
未
進
分
を
把
握
し
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
散
用
状
な
ど
の

形
式
で
確
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
損
免
の
な
い
年
で
あ
れ
ば

納
入
す
べ
き
年
貢
額
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
と
な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
文
永
年
間
の
散
用
状
も
以
前
の
内
検
目
録
と
お
な

じ
く
損
免
が
生
じ
た
年
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

文
永
三
年
に
内
検
目
録
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
は
、
百
姓
か
ら
の
損
免
要
求
へ

の
対
応
、
未
進
年
貢
の
処
理
な
ど
荘
園
所
務
に
関
す
る
多
く
の
こ
と
が
預
所
定

宴
の
権
限
と
さ
れ
て
い
た
。
文
永
三
年
よ
り
供
僧
は
預
所
と
公
文
に
対
し
、
百

姓
の
損
免
要
求
に
対
応
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
内
検
の
結
果
を
起
請
文
で
注
進
す

る
よ
う
命
じ
、
損
免
問
題
へ
の
介
入
を
は
じ
め
る
。
そ
し
て
建
治
二
年
の
後
は

損
免
額
は
供
僧
が
決
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
弘
安
元
年
分
よ
り
必
要
な
と
き
に

は
未
進
年
貢
額
の
注
進
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
実
質
的
に
年
貢
散
用

状
の
成
立
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
損
免
が
認
め
ら
れ
た
年

に
関
し
て
み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
損
免
問
題
と
未
分
離
で
あ
っ
た
。
得
宗
時

代
に
な
る
と
年
貢
散
用
状
は
損
免
問
題
と
は
一
応
自
立
し
た
決
算
書
と
い
う
形

式
を
と
る
が
、
実
態
と
し
て
は
損
免
額
と
未
進
額
の
確
定
と
い
う
問
題
を
め
ぐ

っ
て
そ
の
独
自
の
性
格
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
百
姓
の
損
免
要
求
と
年
貢
散
用
状

得
宗
支
配
時
代
の
散
用
状
の
検
討
に
入
る
前
に
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）

よ
り
始
ま
っ
た
百
姓
の
強
力
な
年
貢
減
免
運
動
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
得
宗
支
配
以
前
に
お
い
て
は
百
姓
の
年
貢
減
免
要
求
は
預
所
に

対
し
て
な
さ
れ
、
預
所
か
ら
供
僧
に
披
露
さ
れ
て
指
示
を
仰
ぐ
と
い
う
手
続
き

を
取
っ
た
た
め
、
百
姓
の
減
免
を
求
め
る
申
状
は
供
僧
の
文
書
と
し
て
は
伝
え

ら
れ
て
い
な
（
１８
）

い
。
こ
れ
に
対
し
て
嘉
元
二
年
以
後
に
お
い
て
は
百
姓
は
預
所
の

荘
務
に
拒
否
的
な
態
度
を
と
り
、
供
僧
に
訴
え
る
と
い
う
戦
術
を
と
っ
た
た
め

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五

一
四



申
状
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
百
姓
の
申
状
は
預
所
代
や
預
所

を
経
由
し
て
供
僧
に
出
さ
（
１９
）

れ
、
供
僧
の
減
免
額
は
預
所
を
通
じ
て
百
姓
に
伝
え

ら
れ
た
の
で
（
は
―
三
八
）、
百
姓
た
ち
は
預
所
代
と
見
ら
れ
る
兵
衛
次
郎
に

も
減
免
の
取
り
な
し
を
依
頼
す
る
書
状
を
出
し
て
い
る
（
ヱ
―
二
一
、
は
―
三

九
）。減

免
の
具
体
的
交
渉
を
嘉
元
二
年
の
場
合
で
見
る
と
、
早
米
収
納
の
時
期
で

あ
る
八
月
に
百
姓
た
ち
は
減
免
を
求
め
る
申
状
を
提
出
し
た
が
供
僧
は
こ
れ
を

受
け
付
け
ず
、
申
状
を
百
姓
に
返
し
た
（
教
護
一
九
九
号
）。
し
か
し
九
月
六

日
に
は
洪
田
四
町
の
損
亡
を
訴
え
る
申
状
が
供
僧
の
も
と
に
届
け
ら
れ
（
ヱ
―

二
二
）、
供
僧
は
洪
田
に
つ
い
て
の
起
請
文
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る

（
教
護
一
九
九
号
）。
こ
れ
に
応
じ
て
開
善
を
含
む
八
人
の
名
主
は
三
町
一
段

余
の
「
名
々
損
田
注
文
」（
ヱ
―
二
〇
）
と
そ
れ
に
関
す
る
起
請
文
（
ヱ
―
二
三
）

を
提
出
し
、
九
月
一
六
日
に
東
寺
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
損
田
注
文
を
寺

家
公
文
の
頼
尊
が
査
定
し
て
二
五
石
六
斗
の
損
亡
を
算
出
し
て
い
る
が
、
減
免

額
と
し
て
は
一
〇
石
と
判
定
し
、
さ
し
あ
た
り
七
石
の
減
免
を
百
姓
に
伝
え
て

い
る
。
そ
の
後
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
散
用
状
で
は
一
〇
石
の

損
亡
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
は
―
四
〇
）。
こ
の
経
過
か
ら
寺
家
が
起
請
文
に

よ
っ
て
百
姓
よ
り
損
亡
を
申
告
さ
せ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
百
姓
が
「
御
免
を
蒙

っ
て
」
起
請
文
に
よ
っ
て
損
亡
を
申
告
し
た
場
合
に
は
寺
家
は
一
定
度
の
損
免

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
減
免
の
作
法
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
翌
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
の
損
免
要
求
に
お
い
て
百

姓
た
ち
は
損
亡
の
被
害
を
述
べ
た
の
ち
に
「
若
相
貽
御
不
審
者
、
蒙
御
免
任
実

正
以
起
請
文
詞
、
可
令
言
上
候
、
不
然
者
被
下
正
直
御
使
、
被
遂
御
検
見
、
為

蒙
御
成
敗
、
恐
々
言
上
如
件
」
と
結
ん
で
お
り
（
ヱ
―
二
八
）、
寺
家
の
許
可

を
得
た
起
請
文
を
以
て
損
亡
状
況
を
申
告
し
た
い
と
述
べ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

な
い
の
で
あ
れ
ば
検
見
を
実
施
し
て
欲
し
い
と
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
（
２０
）

る
。
嘉

元
三
年
に
は
起
請
文
に
よ
る
損
亡
申
告
の
文
書
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
起

請
文
の
効
力
を
知
る
寺
家
は
そ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
嘉
元
二
年
・
三
年
に
お
い
て
百
姓
は
供
僧
に
対
し
起
請
文
に
よ

る
損
亡
申
告
を
認
め
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
検
見
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
た

が
、
供
僧
た
ち
は
な
ん
と
か
一
定
額
の
損
免
を
小
出
し
に
認
め
る
こ
と
で
百
姓

の
要
求
を
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
百
姓
の
年
貢
減
免
運
動
が
強

め
ら
れ
て
い
る
時
期
の
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
一
一
月
ま
で
の
年
貢
収
納
状

況
を
示
す
「
年
々
年
貢
運
上
次
第
」
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
散
用

状
の
主
要
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
表
６
に
示
し
て
い
る
が
、

嘉
元
二
年
四
月
に
嘉
元
元
年
の
年
貢
散
用
状
が
地
下
公
文
良
厳
に
よ
り
作
成
さ

れ
、
以
後
毎
年
年
貢
散
用
状
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
散
用
状
の
作

成
が
未
進
年
貢
額
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
弘
安
年
間
に
見
ら
れ

た
結
解
状
と
同
様
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
が
、
得
宗
支
配
下
に
な
っ
て
か
ら
は
未

進
年
貢
に
つ
い
て
百
姓
よ
り
納
入
を
誓
約
さ
せ
た
請
文
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
新
し
い
動
き
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
乾
元
二
年
（
嘉
元
元
年
、

一
三
〇
三
）
に
百
姓
未
進
分
一
九
石
余
に
関
し
て
「
百
姓
分
情
（
請
）
文
前
」

と
さ
れ
て
お
り
（
教
護
一
九
六
号
）、
百
姓
が
未
進
分
に
つ
い
て
請
文
を
提
出

し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
翌
嘉
元
二
年
四
月
四
日
に
綾
部
時
光
よ
り
助
国
名
分

未
進
年
貢
五
斗
を
弁
済
す
る
旨
の
請
文
を
徴
収
し
た
の
を
初
見
と
し
て
（
ゑ
―

一
三
）、
以
後
個
々
の
百
姓
か
ら
未
進
年
貢
の
請
文
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
る
。

松
浦：

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方
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五



個
々
の
百
姓
の
未
進
年
貢
請
文
と
散
用
状
と
の
関
連
は
嘉
元
四
年
（
一
三
〇

六
）
三
月
か
ら
四
月
の
事
例
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
三
月
二
〇
日
・

二
一
日
に
四
通
（
ゑ
―
一
六
・
一
七
、
教
護
二
〇
五
号
）、四
月
三
日
に
一
通
、

四
月
某
日
（
文
書
破
損
の
た
め
日
付
が
不
明
）
に
一
通
の
未
進
年
貢
請
文
が
徴

収
さ
れ
て
い
る
（
教
護
二
〇
五
号
）。
こ
れ
ら
の
請
文
は
い
ず
れ
も
未
進
年
貢

は
今
年
度
の
早
米
納
入
時
に
徴
収
さ
れ
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
未
進
年

貢
請
文
の
最
も
遅
い
日
付
と
見
ら
れ
る
四
月
三
日
に
地
下
公
文
良
厳
に
よ
り
嘉

元
三
年
分
の
年
貢
散
用
状
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
は
―
四
〇
）。
そ
の
散
用
状

に
は
未
進
部
分
に
つ
い
て
、

未
進
拾
参
石
漆
斗
七
升
九
才

尚
除

参
石

重
損
亡
歎
申
捧
折
紙
之
由
、百
姓
一
同
歎
申
云
々
、已
下
詞
略
之

定
足
未
進

拾
石
七
斗
七
升
九
才
負
人
等
請
文
在
之

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
公
文
は
一
三
石
余
の
未
進
を
算
定
し
た
が
、

百
姓
た
ち
は
重
損
亡
の
訴
え
を
し
て
い
る
と
主
張
し
て
さ
ら
に
三
石
の
損
免
を

獲
得
し
、
残
り
の
一
〇
石
余
を
「
定
足
未
進
」
と
し
て
確
定
し
、
そ
の
分
の
納

入
を
請
け
負
う
と
い
う
百
姓
個
々
人
の
未
進
年
貢
請
文
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
三
月
二
〇
日
・
二
一
日
に
未
進
年
貢
請
文
が
徴
収
さ
れ
て

嘉
元
三
年
度
の
未
進
額
は
一
応
一
三
石
余
と
算
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
百
姓

の
な
か
に
は
「
重
損
亡
」
を
理
由
に
更
に
免
除
を
求
め
る
動
き
が
あ
り
、
四
月

三
日
に
な
っ
て
そ
の
「
重
損
亡
」
を
三
石
と
し
て
控
除
す
る
と
い
う
公
文
と
百

姓
の
合
意
が
な
さ
れ
、
抵
抗
し
て
い
た
百
姓
も
「
定
足
未
進
」
に
応
じ
た
未
進

年
貢
請
文
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
嘉
元
三
年
分
の
損
亡
と
し
て
供
僧
が
認
め

て
い
た
の
は
六
石
で
あ
っ
た
が
、
百
姓
は
そ
の
後
も
「
重
損
亡
」
を
求
め
て
運

動
し
て
お
り
、
最
後
は
公
文
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
経
過
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
未
進
額
は
公
文
が
一
方
的
に
確
定
し
う
る
も
の
で
な
く
、
百
姓
と
の

交
渉
の
結
果
と
し
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
散
用
状
は
百
姓
が
未
進

の
額
と
そ
の
納
入
に
つ
い
て
「
同
意
」
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
得
宗
支
配
の
時
代
に
お
い
て
は
百
姓
が
「
同
意
」
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
執
行
す
る
体
制
が
調
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
百
姓
の
提
出
し
た
未
進

年
貢
請
文
は
四
月
七
日
に
預
所
妙
性
に
よ
り
「
請
文
状
八
通
」
と
し
て
供
僧
に

提
出
さ
れ
て
い
る
（
ゑ
―
一
八
）。
散
用
状
に
預
所
（
も
し
く
は
預
所
代
・
御

使
）
の
署
名
が
な
い
こ
と
、
散
用
状
と
未
進
年
貢
請
文
が
作
成
さ
れ
た
四
月
三

日
よ
り
四
日
経
過
し
て
い
る
こ
と
よ
り
見
て
、
預
所
側
は
在
京
し
て
お
り
、
年

貢
散
用
に
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
預
所
に
未
進

年
貢
の
徴
収
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
実
効
性
も
期
待

さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
散
用
状
を
作
成
し
た
地
下
公
文
良
厳
は
地
頭
進
止
の
人

物
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
未
進
年
貢
徴
収
の
責
任
を
負
わ
せ
に
く
か
っ
た
。
こ

う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、
個
々
の
百
姓
か
ら
未
進
年
貢
請
文
を
徴
収
し
、

個
別
の
百
姓
の
未
進
責
任
を
追
及
す
る
と
い
う
や
り
方
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
嘉
元
三
年
分
の
未
進
は
翌
嘉
元
四
年
（
徳
治
元
）
に
未
進
額
を
上
回
る
一

〇
石
七
斗
余
が
納
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
は
―
四
〇
）、
未
進
の
追
及
は
厳
し

か
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
年
の
年
貢
米
に
加
え
て
未
進
分
を
徴
収
し
え
た
わ
け
で

は
な
い
か
ら
未
進
分
は
順
送
り
さ
れ
、
徳
治
二
年
五
月
の
散
用
時
に
百
姓
の
強

い
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

嘉
元
四
年
（
徳
治
元
、
一
三
〇
六
）
に
百
姓
た
ち
は
田
植
時
の
大
干
魃
、
五

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五
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六



月
末
の
大
洪
水
、
七
月
末
の
大
風
・
大
洪
水
に
よ
る
「
大
損
亡
」
を
訴
え
、
検

見
使
に
よ
る
内
検
実
施
を
要
求
し
た
（
ヱ
―
三
〇
）。
八
月
に
供
僧
は
五
石
の

損
免
を
認
め
た
が
（
ル
―
二
一
、
は
―
三
八
）、
こ
の
僅
か
の
損
免
額
に
「
仰

天
」
し
た
百
姓
た
ち
は
更
に
強
力
に
検
見
の
実
現
を
迫
っ
て
い
る
（
ヱ
―
三
一
、

は
―
三
九
）。
一
〇
月
に
供
僧
は
二
〇
石
の
損
免
を
認
め
る
と
し
て
い
る
が（
う

―
九
）、
最
終
的
な
免
除
額
は
二
三
石
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の
年
貢
は
九
月
の

早
米
か
ら
翌
徳
治
二
年
五
月
二
五
日
ま
で
に
七
二
石
余
が
納
入
さ
れ
た
が
（
は

―
四
〇
）、
百
姓
は
供
僧
の
認
め
た
損
免
額
を
不
満
と
し
て
そ
れ
以
上
の
年
貢

納
入
を
拒
否
し
た
。
そ
の
様
子
は
、

去
年
損
亡
廿
三
石
被
免
除
了
、
雖
然
百
始
（
姓
）
等
猶
以
不
叙
用
、
申
子

細
不
出
散
用
状
者
也
、

と
記
さ
れ
て
お
り
（
は
―
四
〇
）、
百
姓
は
供
僧
の
認
め
た
損
免
額
を
不
満
と

し
て
、
散
用
状
提
出
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。
散
用
状
の
作
成
と
提
出
は
地
下
公

文
の
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
百
姓
の
「
同
意
」
が
得
ら
れ
な
い
と
提
出
で
き
な
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
て
徳
治
元
年
分
の
年
貢
は
未
進

分
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
徳
治
二
年
一
二
月
に
徳
治
元
年
分
未
進
分
と

し
て
一
二
石
余
が
納
入
さ
れ
て
い
る
が
（
は
―
四
〇
）、
残
り
の
未
納
分
二
一

石
余
は
収
納
不
能
と
し
て
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
次
の
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
分
に
つ
い
て
は
損
免
が
な
か
っ
た
が
、

二
二
石
余
の
未
納
分
が
あ
り
、
百
姓
た
ち
は
前
年
度
の
損
免
額
程
度
を
実
力
で

獲
得
し
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
翌
年
の
延
慶
元
年
分
に
つ
い

て
は
ま
た
散
用
状
提
出
を
め
ぐ
る
百
姓
の
抵
抗
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
部
分
の
散

用
状
（
は
―
四
〇
）
を
引
用
す
る
と
、

定
御
米
百
弐
拾
八
石
三
斗
五
升
四
合
四
夕
一
才

�
拾
六
石
二
斗
二
升
二
合
二
夕
納
米

四
拾
二
石
七
斗
八
升
四
合
六
夕
三
才
損
亡

百
姓
等
損
亡
事
、
雖
有
免
除
、
猶
以
押
募
之
、
其
子
細
略
之
了
、

玖
石
三
斗
四
升
八
合
五
夕
八
才
未
進

但
此
散
用
状
者
、百
姓
等
押
募
テ
内
々
可
入
見
参
之
由
申
、不
裁
年
号
云
々
、

と
な
っ
て
い
る
。
百
姓
は
延
慶
元
年
分
に
つ
い
て
の
供
僧
が
認
め
た
損
免
額
を

認
め
ず
、
「
押
募
」
を
加
え
て
四
二
石
余
の
損
亡
額
で
散
用
状
が
作
成
さ
れ
た

が
、
こ
の
散
用
状
は
供
僧
に
「
押
募
」
を
認
め
さ
せ
る
べ
く
内
々
に
了
解
を
得

る
た
め
の
仮
の
文
書
な
の
で
年
号
を
記
し
て
い
な
い
と
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

徳
治
元
年
分
の
よ
う
に
散
用
状
を
提
出
し
な
い
と
い
う
抵
抗
も
一
つ
の
方
法
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
は
未
進
額
が
確
定
せ
ず
百
姓
に
と
っ
て
も
問
題
を
残
す
。
そ

こ
で
延
慶
元
年
分
は
「
押
募
」
っ
た
損
免
額
を
供
僧
に
内
々
に
認
め
さ
せ
、
「
押

募
」
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
供
僧
が
こ
の
散
用
状
を
認
め
る
こ

と
は
彼
ら
の
屈
服
を
意
味
す
る
か
ら
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
供
僧
に
は
代
わ
り
の
散
用
状
を
作
成
さ
せ
る
力
は
な
か
っ
た
。

こ
の
延
慶
元
年
分
の
「
押
募
」
損
免
額
が
石
以
下
の
合
勺
に
ま
で
及
ん
で
い

る
こ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
供
僧
の
認
め
た
損
免
額
は
石
を
単
位
と
し
た

切
り
の
よ
い
数
字
で
あ
る
か
ら
、
「
押
募
」
損
免
額
が
こ
の
よ
う
に
細
か
い
数

字
に
な
っ
た
の
は
、
百
姓
側
が
独
自
の
内
検
に
よ
る
損
亡
額
を
主
張
し
て
い
た

か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
６
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
内
検
が
行
わ
れ

る
と
四
〇
石
以
上
の
損
亡
が
出
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
想

定
を
支
え
る
も
の
と
思
う
。
百
姓
た
ち
は
嘉
元
三
年
分
散
用
に
お
い
て
は
、
供
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僧
が
小
出
し
に
し
て
き
た
損
免
額
に
三
石
を
上
積
み
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ

た
が
、
徳
治
元
年
分
で
は
供
僧
の
損
免
額
を
無
視
し
て
散
用
状
を
提
出
し
な
い

と
い
う
対
応
を
と
り
、
さ
ら
に
こ
の
延
慶
元
年
分
に
お
い
て
は
自
ら
の
査
定
に

基
づ
く
損
免
額
を
主
張
し
、
そ
れ
を
内
々
で
は
あ
れ
供
僧
に
認
め
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
百
姓
の
動
向
が
前
提
と
な
っ
て
翌
延
慶
二
年

（
一
三
〇
九
）
一
〇
月
に
は
損
亡
時
の
内
検
が
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

延
慶
二
年
に
も
百
姓
は
損
免
を
要
求
し
て
い
た
が
、
八
月
三
日
に
供
僧
は
預

所
に
早
米
分
三
石
を
免
除
す
る
旨
を
百
姓
に
伝
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（
ユ
―

二
三
）。
こ
れ
に
対
し
八
月
二
七
日
に
名
ご
と
の
流
れ
田
・
「
て
ぬ
田
」
・
損

亡
の
田
数
を
記
し
た
注
文
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
種
類
の
被
害
総
田
数

は
一
三
町
八
段
余
で
、
こ
れ
ら
名
田
の
総
田
数
の
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
被
害
を

受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
教
護
二
二
五
号
）。
検
見
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の

経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
〇
月
二
〇
日
に
公
文
良
厳
・
預
所
代
・
御
使
の
連

署
に
な
る
「
損
亡
検
見
目
六
」
が
作
成
さ
れ
、
損
亡
額
は
八
四
石
七
斗
余
と
さ

れ
て
い
る
（
は
―
四
〇
）。
こ
れ
以
前
に
太
良
荘
で
損
亡
検
見
が
行
わ
れ
た
の

は
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
に
三
三
年
ぶ
り
に
検

見
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
得
宗
支
配
下
の
百
姓
た
ち
は
執
拗
に
損
免
を
求
め

る
申
状
を
提
出
し
、
損
免
を
「
押
募
」
り
、
散
用
状
を
武
器
と
し
て
抵
抗
し
、

遂
に
検
見
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
百
姓
の
大
胆
な
行
動
は
た
し
か

に
寺
家
公
文
の
頼
尊
が
言
う
よ
う
に
「
地
頭
の
威
に
募
る
」
行
動
で
あ
っ
た
が

（
ゐ
―
八
―
二
）、
供
僧
の
荘
園
支
配
が
検
見
な
ど
の
実
態
把
握
に
よ
る
こ
と

を
避
け
て
駆
け
引
き
な
ど
の
策
を
用
い
る
と
い
う
支
配
の
「
政
治
化
」
を
進
め

よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
年
貢
散
用
状
と
百
姓
請
負

延
慶
二
年
の
検
見
実
施
は
百
姓
に
と
っ
て
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

以
後
検
見
が
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
表
６
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
正
和
四
年

（
一
三
一
五
）
ま
で
検
見
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
の
損
免

は
一
定
額
の
損
免
を
供
僧
が
認
め
る
方
式
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
正
和
元

年
分
が
六
〇
石
、
同
三
年
分
が
五
〇
石
と
い
う
損
免
額
を
見
れ
ば
、
検
見
実
施

も
あ
り
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
損
免
額
は
検
見
と
変
わ
り
な
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
て
散
用
状
の
様
式
の
観
点
か
ら
す
る
と
延
慶
二
年

分
か
ら
正
和
元
年
分
の
ま
で
の
散
用
状
に
は
次
の
よ
う
な
新
た
な
変
化
が
見
ら

れ
る
。
ま
ず
延
慶
二
年
分
の
散
用
状
の
未
進
額
を
記
し
た
箇
所
に
「
未
進
足
々

略
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
以
前
の
散
用
状
で
は
「
負
人
等
請
文

在
之
」（
嘉
元
三
年
分
）
と
記
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
百
姓
個
々
人
よ
り

徴
収
し
た
未
進
年
貢
請
文
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
た
。
延
慶
二
年
分
の
「
未

進
足
々
略
之
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
応
長
元
年
分
（
教
護
二
四
〇
号
）
・
正

和
元
年
分
（
同
二
四
三
号
）
の
散
用
状
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は
未

進
百
姓
の
名
前
と
そ
れ
ぞ
れ
の
未
進
額
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
延
慶

二
年
分
散
用
の
時
に
は
未
進
百
姓
個
々
人
か
ら
請
文
を
徴
収
す
る
こ
と
を
や
め
、

散
用
状
に
列
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
散
用
状
が
百
姓
の
「
同
意
」

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
、
こ
の
変
化
は
未
進
年
貢
に
つ

い
て
の
責
任
追
及
が
個
人
的
な
も
の
か
ら
集
合
的
な
も
の
に
比
重
を
移
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
（
２１
）

る
。

散
用
状
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
変
化
は
延
慶
二
年
分
の
散
用
状
が
そ
の
年

内
の
一
一
月
二
五
日
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
散
用
状

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五
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は
翌
年
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
対
比
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
応
長
元
年
分
の
散
用
状
は
翌
年
四
月
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
年
内

作
成
が
原
則
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
正
和
元
年
分
が
年
内
一
二
月

七
日
に
作
成
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
年
内
作
成
の
傾
向
は
認
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
（
正
和
三
年
分
の
散
用
状
が
一
年
遅
れ
で
作
成
さ
れ
て
い
る
の
は
特

別
な
事
情
が
あ
る（
２２
）

）。
言
う
ま
で
も
な
く
南
北
長
期
以
後
の
散
用
状
は
年
内
に

作
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
上
で
散
用
状
が
年
内
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事

情
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
正
和
元
年
分
の
散
用
状

（
教
護
二
四
三
号
）
で
あ
る
。
こ
の
散
用
状
は
年
内
の
一
二
月
七
日
に
地
下
公

文
良
厳
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
末
尾
に
は
一

四
石
余
の
未
進
分
に
つ
い
て
豊
前
大
夫
な
ど
個
々
人
の
未
進
額
を
記
し
て
お
り
、

未
進
に
つ
い
て
の
集
合
的
責
任
追
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
個
人
的
な

未
進
額
が
散
用
状
に
記
さ
れ
る
の
は
こ
の
正
和
元
年
の
散
用
状
が
最
後
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
正
和
元
年
の
散
用
状
は
未
進
百
姓
個
人
と
そ
の
未
進
額
を
記
す
と
い

う
点
で
は
以
前
と
同
じ
で
あ
る
が
、
年
内
に
作
成
す
る
と
い
う
点
で
は
後
に
定

着
す
る
あ
り
方
を
示
す
と
い
う
過
渡
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
正
和
元
年
の
年
貢
納
入
に
関
す
る
史
料
に
注
目
す
る
と
、
こ
の
年
に

は
嘉
元
四
年
以
来
途
絶
え
て
い
た
損
免
を
求
め
る
供
僧
宛
百
姓
申
状
が
一
〇
月

に
提
出
さ
れ
て
い
る
（
ヱ
―
三
五
）。
そ
の
な
か
で
百
姓
は
他
荘
の
損
免
状
況

や
太
良
荘
が
三
大
河
水
の
落
ち
合
う
連
年
被
害
の
甚
だ
し
い
地
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
挙
げ
て
、
供
僧
か
ら
示
さ
れ
た
一
八
石
の
減
免
額
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

そ
し
て
一
〇
月
一
五
日
に
四
人
の
名
主
（
綾
部
時
光
・
僧
厳
円
・
六
人
部
国
行

・
三
郎
太
郎
）
は
連
署
し
て
次
の
よ
う
な
請
文
を
供
僧
に
出
し
て
い
る
（
ヱ
―

三
四
）。請

け
ま
い
ら
せ
候
百
姓
名
〃
所
当
米
事
、

右
請
ま
い
ら
せ
候
処
ハ
、
地
頭
殿
御
も
ち
候
名
の
所
当
ニ
お
き
て
ハ
、
百

姓
か
ゝ
り
ま
い
ら
せ
候
ま
し
く
候
、
い
ま
の
こ
り
の
百
姓
中
の
ふ
ん
ハ
、

そ
ん
ま
う
を
御
ま
い
ら
せ
う
へ
ハ
、
当
年
所
当
米
ハ
合
夕
の
み
し
ん
な
く
、

百
姓
の
な
か
の
さ
た
と
し
て
さ
た
し
ま
い
ら
せ
あ
く
へ
く
候
、
為
後
日
状

如
件
、

百
姓
た
ち
は
三
郎
丸
名
な
ど
の
地
頭
支
配
下
に
あ
る
名
を
除
い
た
百
姓
名
分

に
つ
い
て
損
亡
を
認
め
て
く
れ
る
な
ら
ば
「
百
姓
の
な
か
の
さ
た
」（
百
姓
中
の

責
任
に
よ
る
負
担
）
と
し
て
年
貢
を
負
担
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
さ
ら

に
引
用
は
省
略
し
た
が
、
追
記
し
て
去
年
の
未
進
分
も
一
一
月
二
〇
日
以
前
に

納
入
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
こ
の
後
の
供
僧
と
百
姓
の
交
渉
の
詳
細
は

わ
か
ら
な
い
が
、
供
僧
は
損
亡
を
一
八
石
か
ら
散
用
状
（
表
６
）
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
六
〇
石
に
増
額
し
、
百
姓
請
負
の
も
と
で
年
内
納
入
を
義
務
づ
け
た
も

の
と
考
え
ら
れ
、
一
四
石
余
の
未
進
が
生
じ
て
は
い
る
が
年
内
の
一
二
月
七
日

に
散
用
状
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
損
免
と
納
入
に
つ
い
て
の
供

僧
と
百
姓
の
合
意
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
て
こ
の
散
用
状
は
作
成
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
散
用
状
で
は
未
進
百
姓
の
個
々
人
の
未
進
額
が
末
尾
に
記
載
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
従
来
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
は
そ

う
し
た
記
載
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
未
進
分
は
百
姓
請
負
と
し
て
納
入
さ
れ
る

も
の
と
い
う
体
制
が
強
ま
れ
ば
、
個
々
人
の
未
進
額
を
記
す
必
要
は
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
以
前
は
未
進
は
ま
ず
は
預
所
に
追
及
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
翌
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年
春
の
勧
農
実
施
の
時
ま
で
徴
収
さ
れ
、
そ
こ
で
も
徴
収
で
き
な
か
っ
た
も
の

が
未
進
と
し
て
確
定
さ
れ
、
請
文
に
よ
っ
て
個
人
の
納
入
責
任
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
個
人
的
責
任
は
集
合
的
責
任
と
さ
れ
た
が
、
百
姓
請
負
体
制

が
確
認
さ
れ
る
と
預
所
の
未
進
追
及
の
責
任
は
翌
年
に
及
ぶ
こ
と
な
く
、
年
内

の
時
点
で
百
姓
の
責
任
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
年
貢
散
用
状
は
損
免
額
な
ど
領
家
と
百
姓
の
争
点
と
な
っ

て
い
た
問
題
に
つ
い
て
の
百
姓
の
「
同
意
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
未

進
年
貢
に
つ
い
て
の
名
主
を
構
成
員
と
す
る
百
姓
請
負（「
百
姓
の
中
の
沙
汰
」）

を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

表
６
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
年
貢
散
用
状
は
正
和
三
年
分
の
も
の
を
最
後

と
し
て
、
そ
れ
以
後
の
も
の
は
伝
存
し
て
い
な
い
の
で
、
散
用
状
を
素
材
と
し

て
百
姓
と
供
僧
の
年
貢
収
納
の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で

最
後
に
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
ま
で
、
そ
の
年
ご
と
の
領
家
年
貢
納
入
状
況

を
示
す
表
７
に
よ
っ
て
、
得
宗
地
頭
支
配
期
全
体
と
の
関
連
で
正
和
期
以
後
の

様
相
を
考
え
て
お
き
た
い
。
得
宗
地
頭
支
配
期
に
お
い
て
最
も
年
貢
納
入
が
低

下
し
た
の
が
延
慶
二
年
で
あ
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
の
が
正
和
四
年
で
あ
る
が
、
こ

の
両
年
は
損
亡
が
激
し
か
っ
た
た
め
損
亡
検
見
内
検
帳
が
作
成
さ
れ
た
年
で
あ

る
。
こ
れ
を
年
貢
散
用
状
と
の
関
連
で
い
う
な
ら
ば
、
延
慶
年
間
に
散
用
状
が

百
姓
の
「
同
意
」
を
示
す
文
書
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
、
正
和
年
間
に
そ
れ
に

百
姓
請
負
を
反
映
す
る
と
い
う
性
格
が
加
わ
っ
た
時
期
に
対
応
し
て
い
る
。
年

貢
納
入
状
況
は
文
保
二
年
よ
り
や
や
回
復
し
て
い
る
が
、
八
〇
石
代
の
後
半
に

は
達
し
て
い
な
い
の
で
、
頭
打
ち
の
状
態
で
そ
れ
な
り
の
安
定
を
見
せ
て
推
移

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
三
〇
石
か
ら
五
〇
石
の
損
免
額
が
例
年
認
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
損
免
額
を
め
ぐ
り
連
年
百
姓

と
供
僧
と
の
間
の
交
渉
が
あ
り
、
そ
れ
が
確
定
し
て
納
入
年
貢
が
定
ま
り
、
納

入
状
況
を
し
め
す
年
貢
散
用
状
が
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
史

料
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
一
〇
月
の
作
稲

検
見
目
録
（
れ
―
四
）
が
損
亡
額
七
三
石
余
（
定
年
貢
に
対
す
る
損
亡
率
五
六

・
七
％
）
を
記
し
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
領
家
方
支
配
を
示
す
史
料
も
途
絶
え

る
の
で
あ
る
。

む
す
び

年
貢
散
用
状
は
得
宗
地
頭
支
配
以
前
に
は
大
規
模
な
損
亡
時
に
お
こ
な
わ
れ

る
内
検
目
録
と
同
じ
く
供
僧
が
預
所
の
所
務
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
預
所
が
所
務
権
を
失
っ
た
得
宗
地
頭
支
配
下
に
お
い
て

は
、
「
得
宗
の
威
に
募
る
」
百
姓
の
損
免
要
求
行
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
百

姓
と
供
僧
の
直
接
の
交
渉
が
前
面
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
支
配
は
百
姓
と
供
僧

の
両
者
の
関
係
を
最
終
的
に
数
量
に
よ
っ
て
示
す
年
貢
散
用
状
に
集
約
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
年
貢
散
用
状
は
未
進
年
貢
納
入
に
つ
い
て
の
百
姓

と
し
て
の
「
同
意
」
を
示
す
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ

り
、
ま
た
未
進
に
つ
い
て
の
負
担
責
任
も
個
別
の
百
姓
で
な
く
、
百
姓
全
体
の

請
負
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
百

姓
の
「
同
意
」
と
請
負
が
領
家
方
に
お
け
る
支
配
の
非
人
格
化
と
数
量
化
を
推

し
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
得
宗
地
頭
支
配
下
に
お
い
て
歴
史
や
由
緒
が
意
味
の
な
い
も
の
と
し

て
軽
視
さ
れ
る
こ
と
は
、
在
地
秩
序
の
流
動
化
を
も
た
ら
す
。
文
保
二
年
（
一

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五

二
〇



三
一
八
）
三
月
二
九
日
ま
で
地
下
公
文
は
勧
心
名
主

で
も
あ
っ
た
伊
勢
房
良
厳
で
あ
っ
た
が
（
教
護
二
七

七
号
）、
同
年
一
〇
月
一
三
日
ま
で
に
は
「
公
文
僧

性
範
」
に
代
わ
っ
て
い
る
（
は
―
六
六
）。
翌
文
保

三
年
二
月
に
は
良
厳
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
伊
賀
房
厳

円
が
荘
内
の
御
堂
別
当
職
を
奪
わ
れ
、
そ
の
職
は
小

浜
の
金
融
業
者
石
見
房
覚
秀
が
獲
得
し
て
い
る
（
ヤ

―
一
七
―
一
）。
さ
ら
に
同
四
月
に
給
主
代
願
成
は

厳
円
の
時
沢
名
半
分
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
し
―
四

二
―
三
）。
こ
の
給
主
代
願
成
は
近
隣
の
大
興
寺
に

本
拠
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
が
（
ハ
―
六
七
）、
得

宗
給
主
に
取
り
入
っ
て
給
主
代
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。

百
姓
た
ち
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
公
文
良
厳
と
厳
円

の
挫
折
を
網
野
氏
は
太
良
荘
に
お
け
る
小
さ
な
「
政

変
（
２３
）

」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
願
成
と
覚
秀
（
彼
も

後
に
給
主
代
と
な
る
）
が
在
地
の
主
導
権
を
握
ろ
う

と
し
て
起
こ
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
公
文
職
は
元

徳
三
年
（
一
三
三
二
）
に
良
厳
の
子
の
禅
勝
が
回
復

す
る
が
（
ハ
―
七
）、
領
家
に
対
し
て
は
「
百
姓
中
」

と
し
て
し
か
姿
を
現
さ
な
い
在
地
農
民
の
な
か
で
は
、

油
断
を
す
る
と
他
人
に
権
限
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
「
悪
党
」
の
時
代
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

納入計
３１．９１３
４８．８８５３２
８６．９０４３９
８６．２０１３１
８９．００５８６
８０．２５０９３
８２．９７３７
７７．５７８８４
４１．４３８４
８０．７４１１７
９４．００３３
６６．５６１４５
９２．２２５２２
６４．６６５１５
６１．４５４２８
６４．６３５９１
７４．４８９６４
８１．３１７４９
８１．７４３４
７１．４９８９
６２．４４０６２
８４．０５７８６

後米

３５．１３
５９．４０２４７
５８．１６１１１
５８．１８３４
４８．８０６
２１．９７８７
４９．６５６２２
５．４１２＊＊

５７．３６＊＊

６４．８４４７１
３９．５６５３８
６７．６０７２２
５３．３０３８６
３０．８９９２３
３７．８３５３３
８．４５３８
３５．５３６９４
１９．４２１４３
４３．５７１
２１．２０１１２
２１．５０３５６

早米
１９．５１
９．７７４９２
２４．７５８５１
１６．２６０２
１８．３７８６
１６．２１７５９
５７．６９８９
１５．４０６６２
２７．１５２５
１３．８２１１７
２１．９６７５９
２１．５
２０．６１

２３．９５０２
２６．２７６２
３０．９７３１９
３３．６０６８６
２６．０６４７
２１．２３３３
３６．９２２５
４７．９１１３

年貢米銭

０．９４

２．６６６８

１．６４３９＊

１４１１文

１０５４８文

２９．７１７２１

去年未進
１２．４０３
３．□４□４
２．７４３４１
１１．７８
９．７７７０６
１５．１７３３４
３．２９６１＊

１２．５１６
７．２３＊

９．５６＊＊

４７９４文
３．３７９５７
２４００文

１１．３６１２９
３９５５文
３４７文

１７．４４７４９
１２．１７３６９
６．５４００６
３０４３文
４．３１７
１４．６４３

年度
正安３（１３０１）
乾元１（１３０２）
嘉元１（１３０３）
嘉元２（１３０４）
嘉元３（１３０５）
徳治１（１３０６）
徳治２（１３０７）
延慶１（１３０８）
延慶２（１３０９）
延慶３（１３１０）
応長１（１３１１）
正和１（１３１２）
正和２（１３１３）
正和３（１３１４）
正和４（１３１５）
正和５（１３１６）
文保１（１３１７）
文保２（１３１８）
元応１（１３１９）
元応２（１３２０）
元亨１（１３２１）
元亨２（１３２２）

表７ 得宗支配下の領家年貢納入状況（単位；石）

〔注記〕史料は教護３０５号、は‐４０。石年貢は「国定」（現地での負担額）より運送費などを除いた「正米」
額。＊は銭納年貢の国定額。＊＊は国定額を正米に換算した額。銭のみで記されているものは、当
時の和市を勘案して米に換算して納入計に加えた。

松
浦：

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方

二
一



註

（
１
）
佐
藤
進
一
「
鎌
倉
幕
府
政
治
の
専
制
化
に
つ
い
て
」
一
九
五
五
年
（
同

氏
『
日
本
中
世
史
論
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）。

（
２
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
網
野
善
彦
「
鎌
倉
末
期
の
諸
矛
盾
」『
講
座

日
本
史
』
３
、
所
収
。
一
九
七
〇
年
。
古
澤
直
人
『
鎌
倉
幕
府
と
中
世

国
家
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
。

（
３
）
網
野
善
彦
『
海
の
国
の
中
世
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
七
年
、

二
三
二
頁
。

（
４
）
東
寺
百
合
文
書
ヒ
函
二
七
六
を
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
『
若
狭
国
太

良
荘
史
料
集
成
』（
鎌
倉
期
）
第
一
巻
（
若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
編
纂

委
員
会
編
、
小
浜
市
、
二
〇
〇
一
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
文
書
は
そ

の
号
数
も
付
記
す
る
。
ま
た
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
は
「
教
護
」
と
略

記
し
、
前
記
『
若
狭
国
太
良
荘
史
料
集
成
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
「
集
成
」
と
記
し
て
そ
の
号
数
を
付
記
す
る
。

（
５
）
拙
稿
「
太
良
荘
の
得
宗
検
注
に
つ
い
て
」『
史
学
研
究
』
二
一
七
号
、

一
九
九
七
年
。

（
６
）
石
見
房
覚
秀
は
早
く
か
ら
網
野
氏
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
人
物
で
あ
る

が
（
同
氏
『
中
世
荘
園
の
様
相
』
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
九
四
頁

以
下
）、
外
岡
慎
一
郎
「
得
宗
被
官
論
の
周
縁
」（『
敦
賀
論
叢
（
敦
賀

短
期
大
学
紀
要
）』一
三
号
、
一
九
九
八
年
）
は
覚
秀
を
得
宗
被
官
の
周

縁
に
位
置
す
る
人
物
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。

（
７
）
拙
稿
「
若
狭
太
良
荘
に
お
け
る
雲
厳
の
所
領
に
つ
い
て
」『
福
井
大
学

教
育
地
域
科
学
部
紀
要
』
第
Ⅲ
部
、
社
会
科
学
、
五
七
号
、
二
〇
〇
一

年
。
同
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て
」、
同
、
五
九
号
、

二
〇
〇
三
年
。

（
８
）
細
川
重
男
『
鎌
倉
政
権
得
宗
専
制
論
』（
二
〇
〇
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
）

に
よ
っ
て
得
宗
専
制
を
め
ぐ
る
問
題
が
精
密
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
秋
山
哲
雄
「
北
条
一
門
と
得
宗
政
権
」（『
日
本
史
研
究
』
四
五
八

号
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
よ
う
な
「
専
制
」
に
つ
い
て
の
異
論
も
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
得
宗
の
所
領
支
配
に
つ
い
て
は
入
間
田
宣
夫
「
鎌

倉
時
代
の
国
家
権
力
」（『
大
系
日
本
国
家
史
』
２
、
中
世
、
一
九
七
五

年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
る
得
宗
公
文
所
―
政
所
―
給
主
の
支
配

体
制
と
そ
の
性
格
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
北
条
氏
領
の
分
布
状
況
な
ど
に

つ
い
て
は
最
近
刊
行
の
『
石
井
進
著
作
集
』
第
四
巻
（
二
〇
〇
四
年
、

岩
波
書
店
）
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
考
が
あ
り
、
ま
た
井
原
今
朝
男
「
公

家
新
制
の
公
田
興
行
令
と
得
宗
領
の
公
田
開
発
」『
信
濃
』
五
四
―
三
、

二
〇
〇
二
年
）
な
ど
も
あ
る
が
、
個
別
所
領
支
配
に
つ
い
て
の
研
究
は

十
分
と
は
言
え
な
い
。

（
９
）
こ
の
実
検
名
寄
帳
の
末
尾
に
は
「
以
上
新
田
九
段
小
十
八
歩

百
姓

五
人
分
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
「
以
上
」
と
い
う
の
が
何
を

指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
。
表
１
の
定
国
名
か
ら
勧
心
名
の
五
名
の
新

田
数
が
九
段
五
八
歩
と
な
る
の
で
「
九
段
小
十
八
歩
」
は
「
九
段
五
十

八
歩
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
考
え
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
高
橋

敏
子
さ
ん
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
が
、
や
は
り
「
九
段
小
十
八
歩
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
実
検
名
寄
帳
の
紙
継
目
裏
の
花
押
は
得
宗
検
注
の
実
検
取

帳
（
り
―
二
七
）
の
紙
継
目
裏
花
押
と
同
一
で
、
「
正
安
四
年
石
井
五

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五

二
二



郎
□
封
裏
実
検
取
帳
目
録
」（
オ
―
一
六
）
と
あ
る
よ
う
に
地
頭
方
代
官

石
井
五
郎
の
花
押
で
あ
り
、
東
寺
の
側
で
写
し
取
っ
た
案
文
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
誤
写
も
考
え
に
く
い
の
で
、
結
局
「
以
上
」
に
つ
い
て
は
不

詳
で
あ
る
。

（
１０
）
前
掲
拙
稿
「
太
良
荘
の
得
宗
検
注
に
つ
い
て
」

（
１１
）
刊
本
『
教
王
護
国
寺
文
書
』
で
は
こ
の
名
を
「
現
□
名
分
」（
□
は
文
書

の
字
を
写
真
凸
版
に
し
た
も
の
）
と
し
て
い
る
が
、
表
１
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
西
向
の
持
つ
名
田
は
勧
心
半
名
で
あ
る
か
ら
こ
の
部
分
は

「
勧
心
半
名
分
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
文
書
頭
注
に
は
「
勧

心
半
名
」
と
正
し
く
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
網
野
『
海
の
国
の
中
世
』
一
五
一
頁
・
二
三
〇
頁
。
網
野
氏
は
文
永
六

年
目
録
案
を
「
地
頭
側
、
ひ
い
て
は
国
衙
領
当
時
の
太
良
保
の
、
あ
る

時
点
で
の
検
注
の
結
果
を
示
し
て
い
る
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
１３
）
文
保
二
年
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
本
稿
「
む
す
び
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
１４
）
こ
の
「
さ
う
ま
い
」
に
つ
い
て
『
大
日
本
古
文
書
』
東
寺
文
書
一
三
六

号
は
「
早
米
」
と
傍
注
を
施
し
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
考
え
と
し
て

自
然
で
あ
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
預
所
得
分
注
文
に
は
「
早
米
之
時
、

早
田
除
ニ
段
別
稲
一
束
、
或
米
ハ
壱
斗
五
升
」
と
あ
っ
て
「
早
米
」
は

「
さ
う
ま
い
」
三
石
よ
り
も
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
雑
米
と
理
解
し

て
み
た
。

（
１５
）
前
掲
拙
稿
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て
」

（
１６
）
同
右

（
１７
）
同
右
。
こ
の
点
を
最
初
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
勝
山
清
次
氏
で
あ
る
（
同

氏
『
中
世
年
貢
成
立
史
の
研
究
』
一
九
九
五
年
、
塙
書
房
、
四
〇
一
頁
）。

（
１８
）
前
掲
拙
稿
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
預
所
支
配
に
つ
い
て
」

（
１９
）
山
本
隆
志
「
鎌
倉
期
太
良
荘
の
百
姓
等
申
状
」（
同
氏
『
荘
園
制
の
展
開

と
地
域
社
会
』
第
六
章
第
一
節
、
一
九
九
四
年
、
刀
水
書
院
、
三
四
一

頁
）
が
既
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
２０
）
入
間
田
宣
夫
氏
は
「
荘
園
制
支
配
と
起
請
文
」（
同
氏
『
百
姓
申
状
と
起

請
文
の
世
界
』
一
九
八
六
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
に
お
い
て
起
請
文

は
本
来
領
主
に
よ
っ
て
提
出
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
黒
川
直

則
氏
の
説
に
異
論
を
唱
え
ら
れ
、
百
姓
が
主
体
性
を
も
っ
て
書
い
た
起

請
文
の
事
例
を
太
良
荘
な
ど
に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
入
間
田
氏

の
主
張
に
は
賛
成
す
る
が
、
百
姓
が
「
御
免
を
蒙
っ
た
」
起
請
文
を
提

出
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
は
、
神
仏
に
誓
っ
た
百
姓
の
主
張
は
供

僧
も
否
定
で
き
な
い
と
い
う
合
意
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
「
御
免
を

蒙
っ
た
」
起
請
文
の
こ
う
し
た
効
力
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
既
に
山
本
隆
志
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
百
姓
等
の

連
署
起
請
文
が
出
さ
れ
る
と
「
寺
家
側
も
こ
れ
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
書
、
三
四
四
頁
）。

（
２１
）
未
進
百
姓
と
そ
の
未
進
額
が
散
用
状
の
末
尾
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
網
野
氏
は
「
惣
百
姓
の
請
負
が
定
着
し

つ
つ
あ
る
こ
と
」
の
現
れ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
前
掲
『
海
の
国

の
中
世
』
二
四
〇
頁
）。

（
２２
）
す
で
に
網
野
氏（『
海
の
国
の
中
世
』
二
四
一
頁
）
や
稲
葉
伸
道
氏（「
鎌

倉
後
期
の
「
国
衙
興
行
・
「
国
衙
勘
落
」
―
王
朝
と
幕
府
の
国
衙
興
行

松
浦：

得
宗
支
配
下
の
太
良
荘
領
家
方

二
三



政
策
―
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
史
学
三
七
、
一
九
九
一

年
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
良
荘
を
国
衙
領
に
没
収
し
よ
う

と
し
た
動
き
が
あ
っ
た
が
（
ゑ
二
一
、
は
―
五
一
・
一
六
一
な
ど
）、

供
僧
は
後
伏
見
上
皇
の
院
宣
な
ど
に
よ
っ
て
（
ウ
―
二
一
）、
没
収
を

免
れ
た
。
こ
の
混
乱
で
こ
の
年
に
は
後
米
五
三
石
余
（
正
米
）
は
納
入

さ
れ
た
が
早
米
は
納
入
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
（
教
護
二
五
八
・
二
五
九

・
三
〇
五
号
）、翌
年
の
納
入
分
を
以
て
清
算
し
、
一
二
月
に
結
解
状
と

し
て
注
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。

（
２３
）
網
野
氏
前
掲
『
海
の
国
の
中
世
』
二
五
五
頁
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
�
（
社
会
科
学
）、
六
一
、
二
〇
〇
五
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